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重吉田望号謹官ン告書一的活動報告と指針重量

全国安全センターが19¥均年5月12日に設立されて

からまる辞時五晶しました。各々の地域に密着し

た活動を進めている地域安全償災職業病｝センP
ーの全国ネットワークとして、全国安全センターが

どのような機能を果たしていくのか(いけるのか)、

この聞の経験を踏まえて、昨年の第掴総会では下

記のようにまとめてみました。

すなわち、全国安全センター発足当初から果たし

てきた、①「安全センター情報」の発行を軸とした

情報の収集・提供、②全国安全センター自身で労働

安全衛生学校を開催したり、地域安全センターや労

働組合等が行う安全衛生トレーニングへの協力

援助等、制目談活動あるいは地域安全センター等の

相談活動への協力・援助等、に加えて、④アジアを

中心とした関係団体等との国際交君主が着実に発展

していること、及び、⑤森林労連に協力して行った

慢性期振動病における調査研究のような調査研究

.プロジェケト活動において、全国安全センターの

ネットワークが生かせること古鴇認され、さらに、

@過国安全センターとして労働省との窓口を開き、

法令改正・諸問題での行政等への働きかけ、政策提

言能力を強化することが確認されました。
1>抱咋度の特徴的な取り組みとしては、以下のよ

うなことがあげられます。

①前年度から取り組んだ「慢性期振動病における

調査研究」をまとめ、その成果を生かすべく森林

労連の治ゆ認定基準、実効ある社会復帰施策の確

立等をめざす取り組みに精力的に協力したこと。

②アスベスト規制の強化を盛り込んだ労働安全

衛生関係政省令の改正に当たって、石綿対策全国

連絡会議の一員として、連合とも連絡をとりつ

つ、中央労働基準審議会、労働省に対する働きか

けを行ったこと。

③東京高裁での判決確定に続き大阪高裁での勝

訴判決ー確定を受けて、労災保険における誠灸治

療制総重達の撤廃をめざして、関係各弁護団とと

もに労働省への申し入れ、その後の専門家会議で

の見直し検討に向けて積極的に資料の提供等を

行ったこと。

④ 199(奔1月 17日に発生した阪神・淡路大震災に

際して、関西労働者安全センター、尼崎労働者安

全衛生センター等とともに、いちはやく労災補償

問題、アスベスト対策をはじめとした復旧工事に

伴う安全衛生対策についてのキャンベーンを行

うとともに、コミュニティ・ユニオン全国ネット

ワークの実施した労働ヰ目談活動に協力するなど、

迅速な対応をとったこと。

⑤関係地域センターとの共催による労働安全衛

生学校在、第掴北海道、第咽大分、第7回東京

と掴実施したこと。

⑥ 「安全センター情報」で、「職場が変わるか」と

題して、製造物責任法但法)、新しい品質管理シ

ステム収3JOCOO) 、環境管理・監査システム

包む14 . 0 0 0 )という新しい動きをとりあげ、労働安

全衛生との関りについて問題提起を行ったこと。

減少傾向を続けてきた労働災害が増加する兆し

がみられ、合わせて、甲府信金や新幹線のぞみ号内

での殺人事件、阪神淡路大震災、地下鉄サリン事

件あるいは脳・心臓疾患錨労死｝労災認定基準の

改正等を通じて労災職業病問題に関する社会的関

心が高まっていますo また一方で、労働省において

も、労災保険法の改正に続いて、産業保健のあり方

に関する検討委員会報告を受けた労働安全衛生法

等の改E、快適職場指針の細則とも言える「職場に

おける鵬青予防対策指針Jr職場におけるエイズ問

題に関するガイドライン」等に続き「高血圧症、虚

血性ι滅患、脳血管疾患等作業関連疾患の予防のた

めの健康管理マニュアルJr頚肩腕障害予防対策指

針」等の作成、労災補償制度の運用等について「国

民の意識との希離が生じているもの、社会生活環境

の変化に対応しきれていないもの等」の「縞広い見

直し」などの方針が打ち出されています。

このような状況の中で、現場の実態に即しなが

ら、積極的な提言や働きかけを行っていくことが重

要になっています。全国安全センターでは、参加型

.自主対応型の労働安全衛生活動を提唱し、①個人

対策や補償対策から作業作業環境改善へ、②事業

主の安全衛生責任の徹底、③知る権利、参加する権

利等の労働者・住民の権利の確立、などのキーワー

ドを示してきました。儲々の問題に対する対応もさ

ることながら、そのような今後の労働安全衛生のあ

り方をどう構想していくか大いに議論し、職場・地

域で実践を積み重ねることが必要だと考えます。

1 行政等への働きかけの強化

当初計商していた労災保険法改正案の国会審議

に合わせた全国安全センターとしての労働省交渉

については実施できませんでした。これは、事務局

の準億不足によると同時に、前述のような振動障

害、アスベスト規制、録灸冶療制限問題、阪神・淡

路大震災対策等の個別課題に精力的に取り組んだ

ことにより、それらと別の機会を設定することがで

きなかったことにもよります。なお、これらの課題

については引き続き取り組んでいます。

一方で、各地での労働基準監督署、労働基準局と

の受渉が積み重ねられる中で、局・署段階では解決

できない問題古哩量起されたり、振動病フ'ロジェクト

の実務担当者作業部会では労災補償制度のあり方

についての検討を進めることも計画されています。

1鈎得度に実施できなかった労働省との窓口を開

くことー労働省交渉の設定を追及します。

また引き続き、アスベスト規制法制定をめざす

会、石綿対策全国連絡会議の一員としてアスベスト

規制法の制定をめざして取り組むとともに、阪神・

淡路大震災の地元での「被災地のアスベスト対策を

考えるネットワーク」などの取り組みに協力してい

きます。

2 参加型労働安全衛生活動の普及

北海道労働災害・職動育研究対策センターと共

催で四4iF7月15-1 7日に第5回北海道淀山渓)、大

分県勤労者安全衛生センター、熊本県労働安全衛生

センター、!日松尾鉱山被害者の会の3団体と8月27-

沼田に第咽大分。別府一九州の3団体では引き続い

て宮崎での開催を計画しています)、東京東部、三

多摩、神奈川の足労災職菊甫センターとU月19-E1日
に第7回東京申青海)と、 3か所て労働安全衛生学校を

開催しました。開催地域の実例を取り上げるやり方

が定着し、第7回東京でははじめて(自作の)チェッ

クリストを活用した職場巡視を実施することがで

きました。

「安全センター情報J 94I手7月号の「参加型安全衛

生講座のモデル・プログラム開発に向けて」や自治

体労働安全衛生研究会の「トレーニング開催の意義

と留意点、」傍安研ニユース 31号浮にこれまでの経

験がまとめられています。引き続きモデル・プログ

ラムの開発を進めるとともに、地域安全センターな

どでの同様の講座の開催に協力していきます。

また、職場改善事例擦やトレーニング用教材を写

真・スライド・ビデオ等て集積し、活用できるよう

にしていきたいと,思います。

3 謂査研究・プロジェクト活動
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議長

副議長

運営委員

事務局長

事務局次長

会計監査

熊本大学助教授、熊本県労働安全衛生センター副理事長)

信者働者住民医療機関連絡会議議長、医師)

(自治体労働安全衛生研究会副会長、元労働基準監督官)

倣団法人北海道労働災害・職業病研究対策センター事務局長)

尉団法人高知県労働安全衛生センター専務理事)

棋士団法人大分県勤労者安全衛生センタ一事務局長)

(三多摩労災職業病センター事務局長、弁護士)

紅団法人神奈川労災職業病センター専務理事)

凌媛県労働災害職業病対策会議事務局長)

(自治体労働安全衛生研究会事務局次長)

L尼崎労働者安全衛生センタ一事務局長)

痔従)

側西労働者安全センタ一事務局長)

信長京東部労災職業病センタ一事務局長)

俵京東部労災職業病センタ一代表)

E三多摩労災職業病センタ一事務局)

特別顧問 五

顧問鈴

規 僚議院議員)

夫 6王国立公衆衛生院院長)

労災相談マニュアルについては今年度も作成で

きませんでした。

全国一斉の棺談活動の実施について、検討してい

きたいと思います。

7 組織・財政の整備

瑚間事務局に勤務していただいた矢尾伸哉さん

が朗容末で退職し、事務局長一人専従体制に戻っ

ています。そのため、事務局会議の確実な開催と国

際関係の建て直しが急務となっています。また、運

営委員会、編集関係については、会議として開催で

きていません。

1鉛拝度は、総会のほかに拡大運営委員会ないし

活動交流集会を秋に開催したいと思います。

1鈎得度の新規入会者は15人団体13口にとどま

り、年度末の会員の状況は、地域センター会員2掴

体lお口、賛助会員200.人団体522口、購読会員43人

I団体81口、となっていますo

E悼の総会で指摘した専従Z人体制を支える財政

を1鉛年度も確立できなかったため、厳しい収支報

告になっています。現状は一人専従体制になってい

るわけですが、活動量の増加に見合った組織体制を

確立するための財政基盤整備が必要です。

時錨童手曜霊舘轟体制轟

振動病プロジェケトについては、「慢性期振動病

における調査研究」を19倒年7月にまとめた後も

1錦ぷ手10月第4@)(熊本)、 1筏お年1月第5国保京)と

プロジェクト会議を聞き、その後のフォローアップ

を行ってきました。また、医学的な検討を行う医師

作業部会と労災補償制度のあり方についての検討

を進める実務者作業部会を設けました。

じん肺プロジェクトについては、 1鈎4手11月第5

回(松山)、 1鈎E年4月第6図。黄浜)と開催しました。

後者では、アスベスト規制法制定をめざす会主催の

「アスベスト被害と規制を考える4立重量会」で来日

されたアメリカ・マウントサイナイ医科大学の鈴

木康之亮教授をお招きして、記念講演をしていただ

きました。今後、じん蹄プロジェクトとしても、共

同研究や成果のアウトプットを考えていきたいと

思います。

4 アジア等のN G Oとの交涜促進

関係団体と協力して、ま旧人以上のc &中毒患者
を出した韓国の滋進レーヨンの工場プラントの中

国輸出問題で韓国での取り組みに呼応して在日中

国大使館に申し入れ(1鉛4lf.7.月)、インドのボパー

ル事件旅資本のユニオン・カーバイド (UC) イン

ド杜の農薬工場から漏洩したM I Cガスにより数10

万人が被災)～明年に当たり現地からの代表を迎え

て受流し、 lぴ問記録の日本語版の作成、インド大

掛官及び uc日本社への申し入れ、タイ北部工業団

地内の日系企業等で相い次いだ突然死問題で関係

日系企業への申し入れなどに取り組み、その後もフ

ォローを続けています。

また、 1箆泌手5月に台湾で開催されたアジア移住

労働者フォーラムに関係者が参加した機会に、台湾

の敬仁労工安全衛主服務中心、香港のヱ業傷亡権益

会等の関係団体を訪問し、その活動を「安全センタ

←情報」で紹介したほか、韓国の過労死刑目談センタ

ー結成1周年( H泡4lf.1 2月)に当たってメVセージを

送りました。

191お年7月には、 191お年10.月の第l回ソウルに続

き、第掴労働と健康に関する日韓共同セミナーを

東京で開催することを計画しています。

英文ニューズレター W四誼~ Emironm.n arrl

R抽皿師団皿sは、 No. 6(加n田町四4) 、No. 7
(W 主回目掛か、 N0 . 8 ( :陸直唱団5)の3号を発行

しましたが、車断売して発行し、また、海外からの情

報・機関紙等を整理・翻訳する体制を確立するこ

とが急誘です。

5 安全センター情報の充実

「安全センター情報」については定期発行を維持

し、前述の「職場カ声変わるか」シリーズー¢製造物

責任匹獄(1羽生年10月号)、②新しい品質管理 (11

月号)、③環境管理・監査システム (12月号)のほか、

「参加型講座モデル・プログラムJ(7.月号) 、 「ヘル

ス・プロモーシ豆ンJ(8.月号)、「慢性期振動病の実

像に迫るJ(9月号)、「災害補償の官民格差 J(l' 2月

号)、と問題提起・提言型の特集古ま充実したこと、

タイムリーな「阪神大震災」の特集(3.月号)などが

好評でした。増刊号として発行した「職場における

腕高予防対策指針」については、労働組合の学習・

討議用教材として活用されています。

6 相談活動と労災相談マニュアル

各地減センタ やコミュニティユニオン、外国人

労働者支援団体など労働相談活動を行っている団

体・個人から日常的に労災職業病問題に関する相

談が寄せられるようになっています。

阪神・淡路大震災に際しては、「兵庫県南部地震

と労災保隣合付Q&AJ を作成した関西労働者安全

センターの労災相談やコミュニティ・ユニオン全

国ネットワークの実施した労働相談などに協力し

ました。
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1994年麗眼吏決算寵
(1994年4月1日から1995年3月31日まで)

1) 収入田部

決算額
前年度 増減 予算額 増減

勘定科目 決算額

地域センター会費 1.565.000 1.065.000 500.000 2;000.000 ム435.000

賛助会員会費 5.753.500 3.695.000 2.058.500 7.500.00日 ム1.746.500

購読会員会費 698.000 615.000 83.000 1.000.000 ム302.000

寄付金収入 1.427.600 2.382.000 6954 ,400 1. 500 ,000 ム72 ,400

安全学校書加費等 3,601 ,324 982 ,040 2.619.284 1,500 ,000 2,10 1. 324

資料等頒布収入 520.090 335 ,490 184 ,600 500 ,000 20 ,090

雑収入 1,024 ,871 2,530 ,280 ム1. 505 ,409 1,500 ,000 ム475 ,129

前期繰越金 ム539 ,049 1,866 ,311 ム2,405 ,360 6539.049

合計 14.051 ,336 13.471.121 580 ,215 14 ,960.951 ム909 ,615

2 )主出由部

勘定科目 決算額 前年度
決算額

増減 予算額 増減

人件費 5,358 ,679 5,295.961 62 ,718 6,000 ,000 6641,321

事務局長 (3 ,101 ,788) (2 ,872 ,704) ( 229 ,084)

アルバイト (2 ,256,891) (2 ,423 ,257) (6166 ,366)

活動費 1,142 ,246 1,514 ,810 63 72,564 1.500 ,000 ム357 ,754

安全学校運嘗費 3,433 ,060 982 ,040 2,45 1. 020 1. 500 ,000 1. 933 ,060

機関紙等印刷費 2,601 .539 3,174 ,442 ム572 ,903 3,000 ,000 6398 ,461

機関紙印鵬費 (2 ,097 ,557) (2 ,608 ,609) (ム 51 1. 052)

その他印岡費 ( 503 ,982) ( 565 ,833) (ム61. 851)

通信運搬費 1. 122 ,149 952 ,253 169 ,896 1,000 ,000 122 ,149

電話 FAX代 ( 334.725) ( 190.648) ( 144 ,077)

郵送料等 ( 787 ,424) ( 761 ,605) 25 ,819)

什器備品費 42 ,311 459 ,939 ム417 ,628 300 ,00日 ム257.689

図書資料費 239 ,125 450 ,964 ム211 ,839 400 ,000 6160 ,875

消耗品質 173 ,687 352 ,552 ム178 ,865 400 ,000 ム226 ,313

会議費 日 507 ,687 ム507 ,687 400 ,000 ム4∞, 0∞

頒布用資料費 216 ,755 32 ,270 184 ,485 200 ,000 16 ,755

雑費

予備費

280 ,435。 287 ,252。 ム6,817。 200 ,000

60 ,951

80 ,435

ム60 ,951

計 14 ,609 ,986 14 ,010 ,170 599 ,816 14 ,960 ,951 ム350 ,965

繰越金 ム558 ,650 6539 ,049 ム19 ,601

合計 14 ,05 1 .336 13 ,471 ,121 580 ,215

貸借対照表(1995年3月 31日現在)

1) 責産の部

2)負債及び正時財産自部

勘定科目 金 額 前年度末現在金額
現金 69 ,806 11 ,836
預金

普通預金(東京労働金庫田町支底) 142 ,252 34 ,142
普通預金(東京労働金庫閏町支庖) 30 ,146 30 ,087
郵便握替(東京貯金事務センター) 99.146 49 ,186

資産合計 34 1. 350 125 ,251

勘定科目 金額 前年度末現在金額
借入金

未払金

900 ,000。 300 ,000

364.300

負債合計 900 ,000 664.300
次期繰越金 6558 ,650 ム539 ,049

正味財産合計 ム558.650 ム539.049
負債及び正味財産合計 34 1,350 125 ,251

6安全センター情報湖刊号 安全センター情報湖刊号 7



雨時議案 字国

1995年j割翼翼予算寵
(1995年4月1日から 1996年3月31日まで)

1) 収入田部
前年度

勘定科目 予算額 決算額

地域センター会費 1,500 ,000 1,565 ,000

賛助会員会費 6,500 ,000 5,753 ,500

購読会員会費 1,000 ,000 698 ,000

寄付金収入 ,1 500,000 1,427 ,600

安全学校参加費等 ,1 000,000 3,60,1 324

資料等頒布収入 500 ,000 520 ,090

雑収入 1,000 ,000 ,1 024,871

前期繰越金 ム558 ,650 ム 539 ,049

ムロ 計 12,44,1 350 14,05,1 336

増減
前年度
予算額

増減

ム 65 ,000 2,000 ,000 ム 500 ,000

746 ,500 7,500 ,000 ム1,000 ,000。

302 ,000 ,1 000,000

72 ,400 ,1 500,000

Li2, 60, 1324 ,1 500,000 Li 500 ,000。
ム 20 ,090 500 ,000

Li 24 ,871 1,500 ,000 ム 500 ,000

ム 19 ,601 ム 539 ,049 ム 19 ,601

ム1,609 ,986 14 ,960 ,951 ム2,519 ,601

l)支出の部

勘定科目 予算額
前年度
決算額

増減 前年度
予算額

増 減

人件費 3,500 ,00日 5,358 ,679 ム1, 858 ,679 6,000 ,000 ム2,5∞, 0∞

活動費 1,500 ,000 1,142 ,246 357 ,754 ,1 500,000

安全学校運営費 1,000 ,000 3,433 ,060 ム2,433 ,060 1,500 ,000 ム 500 ,000

機関紙等印刷費 3,000 ,000 2,60,1 539 398 ,461 3,000 ,000

通信運搬費 ,1 300,000 ,1 122,149 177 ,851 1,000 ,000 300 ,000

什器備品質 500 ,000 42 ,311 457 ,689 300 ,000 200 ,000

図書資料費 300 ,000 239 ,125 60 ,875 400 ,000 Lil∞, 000

消耗晶費 200 ,000 173 ,687。 26 ,313 400 ,000 ム2∞, 000

会議費 200 ,000 200 ,000 400 ,000 Li200,∞ o

頒布用資料費 200 ,000 216 ,755 Li 16 ,755 200 ,000 日

雑費 200 ,000 280 ,435。 ム 80 ,435 200 ,000

予備費 541 ,350 541 ,350 60 ,951 480 ,399

合計 12,44,1 350 14 ,609 ,986 ム2,168 ,636 14 ,960 ,951 Li2,519 ,601

鱒軍事霊望書量輔聾聖書事くご著書親調
明書唱年→ 1君臨年

1 労働災害の発生状況

わが国の労働災害の発生件数は、労働省統計によ

ると、 H政洋代をピークに減少傾向を続けてきた。

しかし、死亡災害については、 1寝泊年代に入って

からは2以刃人台で動揺を繰り返している。最近で

は、 1箆昨の2,5白人から、 1鈎l年2,岨人、 1由主年

2,354人、 1明年2,245人舗去最少)と減少を続けた

ものの、 1［砕咋は2,3) 1人と、 4年ぶりに増加した(表

1) 。これは、前年比で 11.2%(49人)の増加である。

業種別にみる邑、前年比て最も増加率の高かった

林業の23.9%増4⑤83人、 16人増、 O数字は業種別

の死亡者数の順位)を筆頭に、交通運輸事業1 4 . 6 %

増⑮4 7人、 6人増)、陸上貨物運送事業3 . 9 %増( ④

292人、 11人増)、その他の事業1 1 2 %増( ②必8人、

4 9人増)となっている。その他の事業では、金融・

広告が缶.7% 増 (25入、 1 0人増)と最も増加率が高

く、次いで接箸・娯楽が2 2 2 %増(お人、 6人増) 、

商業が5.0%増 (201人、 1 0人増)となっている。建設

業(①四人、 1 1人減)と製造業(③岨人、 5人減)は

ともに12%減、港湾荷役業は6 . 3 %減⑬1 5人、 1人

減)、鉱業は2 5 . 0 %減⑪2 7人、日人減)となっている。

都道府県別では、 ～t講道が最多となり 166人、つい

で東京と大阪の 135人、さらに愛知の 117人の順。前

年と比べ増加が目立つのが、福岡の 23.人増、北海道

の21人増、千葉と新潟の14 .人増、福島の12人増、長

野の 1 0人増などである。

19似年 11月の時点ですでに前年同期比で国人、

3. 5 %の死亡者数の増加をみていたため、労働省で

は、とくに死亡災害が著しく増加した労働基準局

批海道、福島、千葉、新潟、石川、山梨、滋賀、

京都、岡山、山口、徳島、熊本の国藍府県涛に対

して労働災害T防止対策の強化を強く指示していた

PjZ成昨11月 25日付け基発第 6 7 9号)。ここでは、死

亡災害の増加の理由について「猛暑の影響等によ

り、建設業における感電災害や日射病、墜と貨物運

送事業における交通労働災害、林業の伐採中の災害

などが増加するなど」によるとしている。

以土の分析に、 1鈎長手1月 1 7日の阪神・淡路大震

災による死亡災害等が加わることになる (3月 16日

現在の大震災に伴う遺族締償時古付の請求件数は

制牛。内支給決定吋問。大震災に伴う労働災害につ

いては、「天災弛変に際して、当観控災労働者の業

務の性質や内容、作業条件や作業環境あるいは事業

場施設の状況などからみて災害に被りやすい事情」

または「通勤途上に災害に被りやすい特段の事情J

があったものとして、労災認定されてきている。個

々の災害の経験から、震災時等における労働災害防

止対策の教訓を導き出す努力が求められていると

言えよう。

1［沼呼の死亡災害2,301人を災害の型別にみる

と、最も多いのが「突通事故」によるもので 27.0%

で、死亡災害の約議日を占めるに至っている。その

内訳を業種別でみると陸上貨物運送事業、建設業、

製造業の順に多い。次いで死亡災害の型で多いの

が、「墜落・転落J2 6. 1%、「挟まれ・巻き込まれJ

1 2 A %、「崩壊・倒壊J7 . 1 % 、「激突されJ6. 1 %、

「飛来・落下J5B%、「その他J15 .5 %。先の平成

B年11月 2 5日付け基発第四号通達では、製造業での

動力機械による挟まれ、巻き込まれ災害を防止する

ため、「安全措置の徹底を図ること。特に、保守・

8安全センター情報噌刊号
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点検 トラブル処理時等における災害の防止対策

の確立を図ること」をあげている。

労災保険の新規受給者数は、 1蝉間約172万人

をピークとして、 1 9 7 0年代後半にー時増加に転じた

ものの、減少し続け、 1993年には 70 :万人を割って

聞知7人となった(表 1) 。休業4日以上の死傷災害

も、 1鈎鮮に2JJ万人を割り、 1鉛伴は1明日μ7人と

なったという俵1、事業主の届出による統計)。し

かし、阪神"淡路大震災に伴う労働災害 (3.月 16日現

在の労災請求件数m件>や、 u人の死者及び肝人

を超える重軽傷者を出した 1>泊E年3月z l日の東京・

地下鉄サリン事件に伴う労働災害 (4月 26日現在の

労災議求件数邸3人浮も加わると、 H恐咋の実際の

労働災害発生件数は増加に転じている懸念もある。

なお、休業4目立Lとの死傷災害についてみると、

業種別順位は死亡災害の場合と同じであるが、サー

ビス経済化の進展等による第披露業における労働

者数の増加に伴い、第3次産業における死傷災害は

横ばい状態で、全体に占める割合が増加して4'J近

くになっている。また、事業場の規模別では、労働

保険事務組合の分も含め規模 1∞人未満の事業場で

全体の約稽日の死協災害が発生しており、年齢別で

は、託協止上の労働者層の死傷災害が半分近くを占

めるようになってきている。

以上でみてきたような労働災害紗訴がどれだけ

実態を反映しているかについては、いまなおあとを

絶たない「労災隠し」の問題なども指摘されている

が、大阪府医師会が1鈎拝2月に興味深い「労災隠

しに関するアンケート調査強果」をまとめている。

大阪府下 1,沼必全労災指定医療機関を対象にして

8日医療機関繍院2弘診療所町乃の回答が得られ

たが、明らかに業務土の負傷であるにもかかわらず

事業主が労災保険の用紙を患者に交付しないでト

ラブルが起きた経験を持つ医療機関が全体のお 1

%病院盟、診府庁18 7 )と約省uにものぼっている。

その肉、「保険料がアップする、または現場への立

ち入り検査がある等の理由て労災扱いとせず、治療

費を全て自費で払ってくる」という経験をした医療

機関が5 4 A % 、以下、「休養を要しない程度の軽度

の負傷は自費払いを希望する J64.4 %、「患者も事

業主も『後遺症が出ないのなら健康保険扱いにして

くれ』と公然と窓口に言ってくる J 66.3%、「明ら

かに労災なのに、患者自身が、いろんな理由で労災

の適用を嫌がる J 73B% となっている。

患者または事業主が労災での取り扱いを拒んだ

場合、「患者に説明をし用紙の提出を求めた J81.6
%、「事業主に労災の手続をとるよう連絡した J33.7

%、「患者の判断にまかせた J35.3%であるが、 「労

働基準監督署に連絡した」はわずか3.9%僅複回答

あり、以下同じ)。その結果、「様式を持参した」も

91.6% あるが、「患者が受診しなくなった J(18B%)

り、「健康保険で請求 J (74.4%沖「自費扱いで患

者または事業主に請求J(64.7%)したり、「未収と

して処理した J(11.3%輝験のある医療機関も多く

なっている。

被災労働者自身が労災の取り扱いを拒む理由に

ついて、「事業主の指示による J8 4.5 %、 「患者が労

災の適用を知らない」沼田4 %となっているほか、「患

者の判断による俸業主に迷惑をかけたくない等の

理由で)J も85B% になっていることが問題の複雑

さを示している。

2 職業病の発生状況

職業病傍舗上疾病)の発生件数は、労働省統計に

よると、ここ 1徽年で半減し、事業主が届け出た死

傷病報告書に基づく業務上疾病調俵?fD各分類項

目の上段の数字、 1 9鉛年旦630人)、被災労働者また

は遺族の請求に対する労災保険の新規支給決定件

数白星2の中段の数字、 11獄存度Bβ'14人)のいずれの

統計によっても、 1 9鉛年にはじめて l万人を割った。

職菊青統計というと、まず前者の数字し力会表され

ていないが、箱類の統計数字をその性格を踏まえ

て検討する必要がある。

職業がんや過労死などの「その他業務に起因する

ことの明らかな掬青」では後者力消者の 1C精以上、

胸高・類肩腕障害・振動障害等や病原体による疾

病でも後者の方が数倍も多くなっている。これは、

事業主からの届け出はなくとも、被災労働者本人ま

たは遺族古f請求した結果、労災保険が支給されてい

るものが、それだけ多いということであろう。脳・

心臓疾患について明らかになっているように(表

3)、請求件数のうち認定償災保険の支給決定)され

るのはごくわずかであり、事業主の協力が得られな

い等の理由により請求にもいたらない件数はさら

に多いと思われる。

逆に、業務上の負傷に起因する疾病、物理的因子

による疾病、化学物質による疾病については、単年

度だけでなく経年的にみても、事業主の届け出た件

数の方が労災保険の郊合決定件数よりも多くなっ

ている。これは、事業主力宝業務上疾病の発生を届け

出ているにもかかわらず労災保険の請求手続がな

されていないものと考えられ、これも問題である。

いずれにしろ、業務上疾病の過半を占めているの

は「業務上の負傷に起因する疾病」であるにれを

「災寄性疾病」と呼ぴ、その他の痴青を「非災害性

疾病依義の職業病)J と呼ぶ場合もある)。死傷病

報告書による 19(昨の「業務上の負傷に起因する疾

病J 7 ,ま渇人の内の7 8 . 6 % (5,743人)が(災害性の)腰

痛(いわゆるギックリ腰等)であり、業積別では製造

業L加入、運輸交通業1,2 1 9人、商業・金融・広告

業 757.人、建設業71 0人等となっている。

「災寄性疾病」を除く「非災害性関宵依義の職業

病 )Jの順位は、死傷病報告書に基づく統計でみる

と俵?fD上段) 、 1鈎拝で、①「紛じんの吸入によ

る疾病(じん肺及びその合併症 )J 1,02 5人、②「物

理的因子による痴青」盟4人約「異常温度条件によ

る疾病」が4 9 6人)、③「化学物質による掬青」翻

人(内「酸素欠乏症」が 17人)、④「作業態様に起因

する疾病」却人(内「非災害性備業問膨高J96人、

「頚肩腕症候群等」白人、「振動障害 J24人)、⑤「細

菌、ウイルス等の病原体による疾病J 75.人、⑤「職

業がんJ6.人、⑦「その他業務に起因することの明

らかな疾病J4人錨労死を含む)となっている。

これを、労災保険新規支給決定件数でみると俵

2中段L荷じ l鉛拝でも、①「作業先端に起因する

疾病J1,035人、②「紛じんの吸入による疾病(じん

肺及びその合併症)J邸入、⑤「物理的因子による

疾病J411人、④「化学物質による掬青J225,人、⑤

「細菌、ウイルス等の病原体による疾病J 156.入、 ⑥

「そ¢他業務に起因することの明らかな疾病J1oo.人

錨労死を含む)、⑦「職業がん」沼人と、だいふ激

字が違ってくる。こちらの方がより実態に近いと考

えてよいだろう。

「じん肺及びその合併症Jはいずれの統計によっ

ても約1千人にのぼっている侃傷病報告書による

1993年の1, 0 2 5人の業種別内訳は、鉱業4 1 4人、建設

業弘生人、製造業2 4 6人、その他の事業担人)。じん

肺法に基づき事業場において実施されたじん肺健

康診断における有所見者数鎚時申請によるものは

含まないは 1沼鮮をピーケに減少傾向を示して

きたが、 1鈎託手には、 2α31,立入(前年比4.4%増)、

有所見率1 0 . 5 % (前年比0.5ポイント増)となってい

る俵5)。有所見者の内、死傷病報告書の届出また

は労災保険支給決定の対象となり得る管理4または

合併症り患者は 11泡拝で各々お人と 27人で合わせ

て白人にすぎないし、この中には、過去に同様の結

果ですでに労災認定されている者も当然に含まれ

る俵5) 。いわゆる「随時申請」による管理4合併

症り患者が1鈎停に各々41 6人、間人で合わせて

962人でありにれらはいずれも新規該当者と考え

られる)、この数字を含めると 1 99 3年の業務上疾病

発生件数の約1千件と辻棲が合う。つまり、新規の

じん肺及びその合併症認定者のほとんどが、退職者

の場合も含めて、定期じん肺健康診断以外の場で発

見されているということになる。

海糟傾向が認められる「職業がん」の 1民以手の労

災保険新規鼓古決定件数73人の内訳は、前年比では
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Z人減ったものの引き続き増加傾向にある「石綿に

よる肺がん・中皮腫J21人、じん肺に合併した肺が

んを含む「その他のがん」沼人に加えて、「ベンジ

ジンまたはβ寸ブチルアミンによる尿路系麗蕩」

時悼の6人から2 0人に増加している俵4)。

統計上では「その他業務に起因することの明らか

な疾病」に含まれる「過労死(Ø~災害性の脳・心臓

民意 )Jの 1田拝の労災保険新規支給決定件数は31

件で、請求件数と比べると非常に狭い労災認定の状

況が続いている俵3-1)。なお、これはは述の全て

のデータについて同じ)、労働基準監督署仮処分

庁>段階での卦古決定状況であるが、脳・心臓民患

については、審査請求・再審査請求段階での請求・

決定状況も一部明らかになってお号、ここでも狭い

労災認定の状況が明らかになっている俵日)。

また、四鮮の法定特殊健康診断による有所見者

は3A%、 52,353.入で、有機溶剤、鉛健康診断の項

目等が変更されたH獄芹以降増加傾向を続けてい

る俵功。

1鈎揖の定期健康診断による有所見者もお.6% 、

約 3喝万人と、診断項目等古宮変更された 199:床以降

増加傾向を続けている俵5) 。項目別の有所見率で

は、血中脂質検査17.2%、肝機能検査11. 8 % 、聴力

(4000H z)10.0%、血圧8.4 %、心電図検査7. 8 % 、貧

血検査5 2 % 、聴力(1α朋 z)5.0% 、尿検査(糖)3 .3

%、他党検査3 2 %、尿検査蟹白 )2.4% 、胸部X線

検査2.1% 、聴力(その他)0.9%、略疲検査。 . 7 % と

なっている。

3 労働災害防止対策

労働省は、 1993~t住昨度の B年間を計画期間と

して、窃E亡災害、重大災害及び重篤な職業性痴甫

の大幅減少、②労働災害総件数のおおむね2 5 %減

少、③労働者の心身両面にわたる健康の積極的な保

持増進、@快適な職場環境の形成ーを図ること等を

目標とした「第猷労働災害防止計画」実現のため

として、種々のB笛衰を次々と打ち出している。

封 E亡災害の約調を占めるに至った交通労働災

害について、労働省は1鈎僻2月、「突通労働災害防

止のためのガイドライン J (SIl.成昨2月 18日付け基

発第お号)を策定している。事業主が自主的に講じ

ることが望ましい交通労働災割防止対策として、管

理体制、適正な労働時間管理及び走行管理、教育及

び運転手認定制度、交通危険マップの作成等があげ

られている。交遥事故による労働災害は、自動車の

運行を主要な業務とする陸上貨物運送事業のみな

らず、建設業、製造業、第説耀業等幅広い業種で

発生しており、ガイドラインの対象も業種を関わ

ず、「労働者に道路上及び事業場内において自動車

等の運転を行わせる事業者」とされている。労働者

に「安全運転」や「突通法規の遵守」を求めるだけ

の精神主義では交通労働災害をなくすことはでき

ず、このガイドラインも活用した実効ある対策が求

められる。なお、労働省では1任指年度に、ガイドラ

インに基づく対策の効果的推進のため、「交通労働

災害防止対策推進事業(仮称)J及び関係行政機関、

関係団体からなる「交通労働災害防止関係機関連絡

協議会結論;)J を設置することとしている。

「プレス災害防止総合対策J0fZ成B年明11日付け

基発第お3号ゆもとで、「プレス機械の安全装置管

理指針J仔成昨7月9日付け基発第雌号)に続き、

「足踏み操作式ポジティブクラッチプレスを両手押

しボタン操作式のものに切り換えるためのガイド

ラインJ('時停7月 15日付け基発第掛号>が策定

され、「木材加工用機械災害防止総合対策J 0fZ成5

年8月2日付け基発第t80号狗もとで、「手押しかん

な盤、面取り盤及びルーターの構造、使用等に関す

る安全上のガイドライン J(iIZ.成昨10月24日付け基

発第筋E号)が策定された。また、「エレベーター構

造規格 J 仔成昨日月2日付け労働省告示第9 1号、平

成拝11月 4日付け基発第悶号)、「ゴンドラ構造規

格 J 0fZ成鮮明 28日付け労働省告示第お号、平成

昨 7月 2日付け基発第4臼号等｝の改正に続き、「ク

レーン構造規格Jr移動式クレーン構造規格」の改

正、及び「化寺犠備の非定常作業における安全対策

指針」の策定が予定され、また、四惇をめどに「動

力プレス機械構造規格」及び「プレス機械文はシャ

ーの安全装置構造規格」についても、 E U飲州連合)

規格等との整合も含めた見直しが行われる予定で

ある。

19笛年1月の労働安全衛生規則改正では、爆発の

危険がある場所等において作業を行うときは、労働

者に静電気帯電防止作業服及び静電気帯電防止用

作業靴を着用させる等労働者の身体、f環 Hbl等に帯

電する静電気を除去するための措置を講じること

佼衛則第お暁の2、19 >昨4月1日施行。静電気帯

電防止作業服(沼118)及び静霞気帯電防止周作業靴

(百四)については、 1部拝に』謝格が定められて

いる)。また、船舶の改造等を行う場合に、当調昔

舶の内部等において、点火原となるおそれのある機

械等を使用する作業を行うときは、当該作業の開始

時及び当説作業中随時、作業笛所及びその周辺にお

ける引火性の物の蒸気文は可燃性ガスの濃度を測

定すること佼衛則第四条例、 H泡昨10月 1日施

行L液化酸素を製造する設備の改造等を行う場合

において、当該設備の内部で作業を行うときは、当

該作業の方法及び煩序を決定し、あらかじめこれを

関係労働者に周知させること等の措置を講じるこ

と佼衛則第3芝居住の4 即時相1日施行)、などが

規定されたところである。

また、「清掃事業における労働災害¢防止につい

て」伊成咋3月 2日付け基発第明号)に続き、「学

校給食事業における労働災害の防止について」伴

成B年明21日付け基発第25樗)、「林業の作業現場

における緊急速絡体制の整備等のためのガイドラ

イン J0fZ成昨7月 16日付け基発第461号浮が策定

され、「パートタイム労働者の労働災害防止事業」

の詳巨として、「食料品製造業Jr商品IJ 、売業」に

続き「一般飲食業」について、雇入れ時教育の進め

方や作業土の注意事項等をまとめたガイドライン

やチェ vクリストがつくられている。

建設業における労働災害防止対策関係では、労働

省の安全衛生部安全課内に建設安全対策室が新設

され、「専門工事業者安全管理活動等契進事業J(3l1
成鮮明 23日付け基発第暗号、 1臨.～1蜘年度に

大工工事事業、とぴ工事業、電気工事業、管工事業

の吾師、 199:>年度にも議密室加予定>がスタート

し、 1鉛長引月にまとめられた「元請による建設現

場安全管理手法撫す結果報告書」に碁づき、「元方

事業者による建設現場安全管理指針」が策定されて

いる0fZ成7f同月 21日付基発第お字問。また、建設

業附属寄宿舎規程の改正。 f Z .成筒三日月3 1日付け労働

省告示第お号、平成鮮明ぉ日付け基発第暗号)に

伴い「望ましい度成業附属寄宿舎に関するガイドラ

インJ ( S f Z成昨日月28日付け基発第問号)が策定さ

れたほか、出稼労働者の受入先建設現場に対する

「労災防止特別安全診断事業」もスタートしている。

なお、阪神淡路大震災の災害復旧工事において

は、労働省としても、エ事実施事業者への指導の徹

底と現場安全パトロールを実施する等としている

が w成 7年 1月 28日付け基発第お号等)、 3月 6日の時

点、ですでに死亡災害が併、休業 4日以上の負傷災害

が1田件も発生している状況がある。

4 職業性疾病予防対策

「第欲紛じん障害防止総合対策推進要綱J0fZ.成
咋 3月 31日付け基発第l由旬、「振動障害総合対策

要綱」伴成B年3月31日付け基発第加号)のほか、

「騒音障害防止ガイドライン J(Sfl,成呼10月 1日付け

基発第5必号)、「職場における駒甫予防対策指針J

0fZ成B年明6日付け基発第547号)が策定され、今

後、建設業における「中毒の防止に関するガイドラ

イン」の策定が予定され、「頚肩腕症候群予防対策」

等についても検討が進められている。

「臨場における胸高予防対策指針」は、重量物取

扱い作業及び重症心身障害児施設についてのみ示

12 安全センター情報増刊号 安全センタ槽輯増刊号 13



購読震関震豆半=五五孟J
していた旧指針を廃止し、新たに業種を特定せずに

「一般的な関膏予防対策」を示した上で、関甫の発

生が比較的多い「重量物取扱い作業Jr重症心虜障

害児施設等における介護作業Jr腰部に過度の負担

のかかる立ちf特轟Jr腰部に過度の負担のかかる腰

掛け作業・座作業Jr長時間の車両運転等の作業」

の 5-:)の作業について「作業態様別の対策」を示し

ている。個人対策よりも作業改善に重点在置いてい

ること、その中での個人差や夜間作業等に対する配

慮、小休止・休息や腰部負担の少ない作業との組み

合わせ、体操等の効用、「視聴覚教材の使用や小グ

ループ指導、討議等の方法を取り入れた J効果の上

がる教育や、 rw正しい姿勢で蕗のあいまいな表現

は避け、必要に応じイラストや写真などを用いて具

体的で労働者にわかりやすい」作業標準の必妻性を

指摘していることなど、大いに活用すべきものと考

えられる。その後、「駒吉予防のための労働衛生教

育実施要領 J r腰痛予防のための労働衛生教育指導

員(インストラクター滞摺実施要領」を定めた「職

場における胸高予防対策に係る労働衛生教育の推

進について」仔成博3月22日付け基発第四号)も

策定されている。

石綿による健康障害kの防止に関しては、 19¥鋭利

月に安全衛生関係政省令力攻正され、原則として

盟咋4月1日から施行されることとなった@につ

いてのみl鈎昨6月1日以後に開始されるものにつ

いて適用することとされている)。その内容は、①

石綿のうち発がん性が強いとされるクロシドライ

ト(青石綿)及びアモサイト傑石綿)を製造等禁止

物質とする佼衛法第l録。現在輸入されているも

のはクリソタイルで、上記Eつの石綿はすでに輸入

されていなし、)。②暴露1防止対策製品への表示、局

所排気装置等の設置、作業主任者の選任、作業環境

部定、健康診断等)を講じることが必要な石綿含有

物の範囲を、含有率 5 %を超えるものから 1%を超え

るものに拡大佼衛別別表第2、特化財別表第1、別

表第 5等)。③労働者を石綿等の切断、穿子L、研磨等

の作業に従事させるときは、呼吸用保護具及び作業

衣等を使用させること併化則第疫療の日)。④建築

物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ当該建

築物について、石綿等が使用されている箇所及び使

用の状況を設計図書等により調査し、その結果を記

録すること世守化則第 3暁の10.)。⑤石綿等が吹き付

けられた建築物の解体等の作業を行う場合に、当該

石綿等を除去する作業に労働者を従事させるとき

は、除去を行う作業場所在ビニールシートで覆うこ

となどにより、それ以外の作業場所から隔離するこ

と側出第3暁の11)。⑥石綿等が吹き付けられた

耐火建築物文は準酎火建築物について、当該石綿等

を除去する作業を行う場合には、あらかじめ石綿等

の除去作業に関する所定の事項を所轄労働基準監

督署に届け出ること君主衛則第ま深)。

阪神淡路大震災の復旧工事に伴う安全衛生対

策でも紛じん対策が重要になっており、上記の改正

安全衛生関係政省令も当然、適用されることとな

る。労働省でも、陪和ぉ~4C洋代にかけて建築され

た謂建て以上の鉄骨造の建築物や工場、学校等の

大規模な建築物には石綿が吹き付けられている可

能性が高いことから、解体作期作設計図書等で十

分に確認するよう求めている。

なお、紛じん障害防止に関し、労働省は 1鈎昨度

に、「じん姉有所見者に対する教育指針」を策定す

るとともに、「じんE市管理区分が2I-~上の離職者の健

康管理に関するガイドプ、yク」を作成する等として

いる。

5 化学物質対策

現在、わが国の労働現場で使用されている化学物

質は主要なものだけでも約E万種類にのぼると言わ

れ、しかも毎年数千種類の新規化学物質が導入され

ている。

新規化学物質を製造・輸入しようとする事業者

は、あらかじ Ib変異原性試験による有害性調査を行

い、その結果を労働大臣に届け出ることになってい

る。この届出件数はこの1【卑来、毎年目x r - -反則件と

なっている (1鈎非製造問、輸入8 7 、合計臨)。届

出があったもののうち、これまで変異原性の評価結

果を行ったものは5,5'百件に及び、うち変異原性あ

りと判定されたものが1 2 . 5 % を占めている。また、

新規化学物質であっても、 1事業場における1年間の

製造・輸入量が1∞足以下である場合には、労働大

臣の確認を受けることで上記届出に替えることが

できるとされているが、この確認件数も毎年増加

し、 19 ¥匙年には5千件を超えて 5, 7 '万件となっている

鍛造3広泊、輸入1,975 0 19 , :立年は製造3,757、輸入

ω5 合計3,75η 。有寄性調査制度が導入される以

前に労働現場に導入された既存の化学物質につい

ても、国が計酒的に変異原性試験を実施していくこ

ととされている。

労働安全衛生法では、①製造、輸入、譲渡、提供、

使用を禁止するもの伺法5様、吻質)、@灘造に

際し労働大臣の許可が必要なもの伺法託楽、 7物

質)、③その他製造・取扱い上の管理が必要なもの

Q司法及び関係政省令等による}のわに分けて規制

されているが、法令の改正では実情に対応しきれな

いこともまた事実である。労働省では、法令による

直接の規制以外の行政指導を拡大する方針で、次の

ような措置を講じてきた。

人体に対する有害性古ず確定していなくても、がん

その他重度の健康障害を生ずるおそれのあるもの

については、未然防止の観点から労働大臣が「指針」

償働省告示)を定めて指導することとされ、これま

でに四塩化炭素PfZ.成鮮明 26日)、 1.4ジオキサン

(平成呼 12月2 1日)、 1,2-"':;クロルエタン("1"成時
6月 2 5日)、パラ壬二トロクロルベンゼン伊成伴3月
2 5日初4却質について「健康障害を防止するための

指針」を策定。また、前述の新規化学物質の有害性

調査結果あるいは国が実施した既存化学物質の有

害性調査の結果、強い変異原牲が認められた化学物

質については「通達」による「変異原性が認められ

た化学物質による健康障害を防止するための指針」

倖成昨5月17日付け基発第四号)が策定されてお

り、平成鮮明日日付け基発第 341号通達により新溺

{[:;学物質 15と既害化学物質問問物質が追加され、

この対象は202 f m質新規133、既存69)になった。こ

れらの指針では、①含有率が1 %を超えるものを対

象とし、②作業環境測定・評価の結果及び労働者の

作業揮を3呼間保干草することなど、現行の有機溶

剤中毒予防規則や特定化学物質等障害予防規郎等

による規制の内容を上回る対策を求めている。なお

石綿千思亨陶質の有害性にも注意を促すべく「ガラス

繊維及びロックウールの労働衛生に関する指針J

pp:成昨沼田付け基発第1号)も策定されている。

さらに、即時1月の労働安全衛生関際政省令の

改正により、既述のとおり、石綿のうちケロシドラ

イト及びアモサイト坤描等禁止物質に追加され、

規制対象となる石綿含有物の含有率が1 %以上に拡

大されたα田拝4月1日施行)ほか、次のような改正

も行われている。①アジ化ナトリウムその他の金属

のアジイ閣が労働安全衛生法施行令別表第1の爆発

性の危険物に追加され、乾燥設備作業主任者の選

任、化学設備の定期自主検査の実施等の措置を講ず

ることを義務付けることとされた (1袋詰年10.月 1日
樹子)。②作業環境測定を行わなければならない化

学物質等として、塩化ピニル等の物質が追加され、

エチレンイミン等特別管理物質である物質につい

ては、作業環場制定の結果の評価をま岸関僻する

ものに追加された併化則第耳奈の2、原則として

朋拝調泊施行。物質に係る作業環境評価基準

情理温度)、作業環境測定基準等も設定されている

一平成棒鋼27日付け基発第14-'場等)o~設備の改

造等で、当該設備を分解する作業又は当該設備の内

部に立ち入る作業を行う場合において、当該設備の

溶断、研磨等により特定化学物質等を発生させるお

それのあるときは、作業Hの方法及t序順を決定し、

あらかじめこれを作業に従事する労働者に周知さ

せる等の措置を講じることとされた阿闘第2霊長
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の2、l鈎拝4月1日施行) 。

いずれにしろ、これらの法令、通達等によっても

全ての化浮物質に対応することはできない。そうい

う意味でも、 1,獄拝度から運用されている「化学物

質等の危険有害性等のお雨lt度 Jl'l"成4fF7月1日付

け基発第怨得等)に基づく「化学物質等安全データ

シート似8OS)Jの整備・活用が重要になってくる。

この制度は、危険有害牲を有する化号持駅質等を譲渡

提供する事業者が、当該化学物質等が法令・通達等

による規制対象である古脅かにかかわらず、相手先

に対して必要な情報を記載したM 8 0 S老受付しな

ければならず、これに基づいて取り扱い労働者に危

険有割生等の情報を周知し、安全衛生教育等に活用

するというもの。労働省でも、事業場への指導とと

もに活用実態の把握に乗り出すというが、日本化学

工業協会等で整備しているM図的データベース

等に労働者サイドからも自由にアクセスできるよ

うにすることや、対策等についてのサービスの提供

体制が必要である。

6 快適磁場形成促進等

199坪の労働安全衛生法改正で「快適職場の形成

の促進」が事業主の努力義務とされ、「事業主が講

ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関す

る指針 t快適職場指針)J l'l"成金年7月1日付け基発第

担号等>が策定されているが、この周知及び快適職

場推進計画の認定制度、低利融資制度助成制度の

利用等はいまだ低調である。

既述の「職場における勝高予防対策指針」や検討

されている「頚肩脱症候群予防対策」等については、

「快適職場指針J をより具体化したものとして活用

していく必要があろう。また、労働雀は、昨計画

て進めてきた「高血圧症、虚血性心民患、脳血管疾

患等作業関連疾患の予防のための健康管理マニュ

アル」を 199(奔度中に作成し、また、新たに「スト

レス等に関する調査研究Jを行うこととしている。

この点では、 4月に日本産業衛生学会・循環器疾患

の作業関連要因検討委員会の提言「職場の循環器疾

患とその対策」も発表されており、その内容に注目

していきたい。

「快適職場指針」では、「屋内作業場では、…必要

に応じ作業場内における喫煙場所在指定する等の

喫煙対策を講じること」が盛り込まれている。喫煙

問題については、 1,版奔に「職場における喫煙に関

する懇談会報告」がまとめられているが、労働省で

は、園内事業場古宮取り組んでいる喫煙対策について

のアンケート調査等の実態調査を行うとともに、専

門家による検討委員会を設置し、拝程度で、職場

の喫煙対策のコンセンサス形成等について調査研

究を行った上で、指針を策定する予定である。

また、 1鈎法手5月の「産業医のあり方に関する検

討会報告」に基づいて、 H抱鮮度から、各労働基準
監督署レベルでの「地域産業保健センター Je毎年

各都道府県に1か所)及び都道府県レベルでの「産業

保健推進センター J(19倒年度までに 2か所)の設置

が進められている。前者は、小規模事業場の労使の

健康相談窓口の開設や個別訪問による産業保樹旨

導の実施等、後者は、地域産業保健センターに対す

る支援や産業保健情報パンクの整備等を業務とし

ている仔成拝4月1日付け基発第225・22干号等) 。

これらの活用のあり方も重要な課題となっている。

さらに、 1 9 1 :指年4月には「これからの産業保健の

あり方に関する検討委員会報告」がまとめられた。

間報告は、¢湾業場単位での産業医の選任を3Q人以

上の事業場に拡大し、3Q人未満でも複数事業場での

共同選任や地域産業保健センターの活用といった

選択肢を広げて選任を図る、②産業医の職務及び権

限のより一層の明確化、③健康診断の事後措置の徹

底、一定年齢における節目健診、がん健診の推進、

等を指摘し、 19部年度中にもこれに基づく法令¢整

備が予定されている。残念ながら、「産業保健のあ

り方」と言いながら、健康管理一中でも産業医の役

割についてのみに限定ないし偏った内容にとどま

っている。たんに健康管理(ないし健康の保持増進)

や産業医の活動に限定するのではなく、具体的な職

場・作業改善も含めた快適職場の形成と結びつけ

て、そこでの労使の役割と産業医を含めた幅広い産

業保健スタッフ僑護婦、保働帯や人間工学、機械

工学、化学等の専門家等も含めて)によるサービス

援洪のあり方をどう構想していくか、活発な議論が

期待される。

また、四年8月29日にまとめられた「労働ほ野

におけるエイズ問題検討委員会報告書」に基づき、

「職場におけるエイズ問題に関するガイドライン」

伊成7年2月2 0日付け基発第7 &号職発第町号)が

策定された。同ガイドラインは、エイズについての

正しい知識の普及等の必要推等を指摘し、 HN感染

自体は「病者の就業禁止」や解雇理由には該当せず、

エイズ及び関連症候群にり患している場合にも他

の病気を有する労働者の場合と差別してはならな

いことを明言している。と同時に、採用選考時はも

ちろん本人の同意のないH N検査は行ってはなら

ないこと fプライバシー侵害の問題や真に自発的

な同意が得られるかの問題があるから原則的に行

わないことが望ましい」とされている)、 HN感染

の有無に関する情報を含めて、労働者の健康に関す

る個人情報一般についての秘密保持の重要牲を指

摘している。エイズの問題も含めて、健康診断のあ

り方や健康診断医師中心の「産業保健」のあり方

について再考が求められているとも言えようロ

7 労災補償対策

199:前月に発生した甲府信用金庫女子行員の誘

拐殺害事件に対して、甲府労働基準監督署はl鈎呼

8月、業務上災害と認定した。犯人力事前に信金本

底等の許可をとっていることや、金融機関の職員は

現金を奪おうとする犯罪の対象になりやすい危険

があり、それ古顎実化したものとして、勤務時間外

・施甜1であっても「取材」に応じたことは業務の

一環だったと判断した。

一方、同時期に発生した、食品卸会社支底長が、

同僚3人と出張帰りに乗車していた東海道新幹線

「のぞみ号」の車内で覚湿剤使用の男に刺殺された

事件について、大宮労働基準監督署は、業務遂行中

ではあるが白張帰りは通勤途上ではない)、事件に

巻き込まれた原因が同社の事業内容や被災者の業

務内容と因果関係がないとして業務外と決定。ま

た、北京アジア大会に向けた日本代表チームの合宿

に向かう途中に突通事故死したエスビー食品陸土

部の諸手のケースについて、中央労働基準監督署

が、日本代表は日本陸連が選考したものでエスビー

の業務とは認められないと業務外決定したことに

対して、遺族が1包容9月、処分の取消を求めて提

訴している。

以前からマスコミ等で取り上げられていた過労

死認定の問題などに加えて、「労災檎償申制j度の運用

面をみると、園民の意識との間に苦事再離が生じている

もの

の等の問題もみられる一方てで,、近年、ますますこれ

らに対する行政の対応が社会的に大きく注目され

るようになってきており、このような状況を放置す

れば、本制度に対する国民の信頼を損なうことも懸

念される J(四昨度労働基準行政運嘗方針獄況に

なってきている。

そのため労働省では、 1偲昨度に「幅広く労災補

償制度の運用等について問題点の整理、検討を行

い、必要な見直しを行う」何前)こととしている。

その第語単が、「脳血管疾聖及び虚血性心民愚等

負傷に起因するものを除く}の認定基準J{ l J Z成惇

2月1日付け基発第お号。平成B年2月16日付け「脳

.心臓疾患等に係る労災補償の検討プロジェクト

委員会樹す結果報告書」に基づいたもの)及び「単

身赴任者の通勤災害の取扱い Jl'l"成咋羽田付け

基発第3 9号灼改正である。

後者については、単身赴任者のいわゆる土帰月来

型通勤途上災害について 1,自1年度からようやく認
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長労働養護輪奏防護I柑滋 諮問目

めたものの、窃圏 1回以と反復・継続していること、

②片道詩情以内及び加凶i内であることという

2要件を満たしている場合についてのみ通勤災害の

対象として取り扱ってきた伊成鉾2月1日付け基

発第7制。これを、「月1回程度の実績」があれば

よいと、大幅に要件を緩和したものである。

前者側・心臓疾患の認定基準の改正)について

は、現行の認定基準紹和成年10月お日付け基発第

師号潔定当時からの懸案事項であったが、文章上

はきわめて限定的な改正にとどまった。「過重負荷」

の判断対象期間を発症前1週街以内の業務に事実上

限定していることに関して、発症前1週間より前の

業務について「千羽目的要因として考慮するにとどめ

る」としていたものを r1週間以内の業務が日常業

務を相当程度超える場合には、詰園間より前の業務

を含めて総合的に判断する」。比較の対象を「同僚

等(一般的な労働者を想定 )Jから「当該労働者と同

程度の年齢、経験等を有し、日常業務を支障なく遂

行できる健康状態にある者」などとした。また、業

務を原因とする不整脈による突然死等の労災認定

について、専門家会議を設置して認定基準の設定等

について検討することとしている。

実際の運用がどうなるかが問題であるが、労働省

は、 3月下旬に中央労働基準監督署及び尼崎労働基

準監督署での認定事例及び、改正認定基準による認

定がこの時点で全国で9件になることなどを公表

し、アピールに努めている。中央署のケースは、発

症前に 26日関連続勤務し、くも庶F出血で死亡した

リゾート販売会社員、尼崎署のケースは、阪神大露

災から 16臼間連続で復旧作業等に従事し、出勤直前

に脳出血を発疲した荷役作業員のケースである。

今後の「幅広い」認定基準の改正作業等が注目さ

れるが、労災保険によるはり・きゅう治療を最長1

年間に限定していること何和昨年5月 31日付け基

発第3751討が違法であるとして争われていた行政

訴訟で、 1～抱拝ロ月東京高裁、血伴大阪高裁でい

ずれも菌が臨耳し、労働省では上告できずに、いず

れも確定した。とりわけ大阪高裁判決では、通達の

違溺性を正面から判断しており、現在労働省で専門

家会議による見直し作業が進めちている伴成存1

月 13日付け事務連絡第 1号)。

認定基準行蹴重達の改正に至らなくとも、運用

面で従来よりも幅広く認定していこうとする傾向

もうかがえる。統述の、阪神・淡路大震災に伴う労

働災害に対しても、従来の「関東大震災並みの地震

は対象とならない」という解釈にはふれずに、「天

災地直互に際して、当該被災労働者の業務の性質や内

容、作業条件や作業環境あるいは事業場施設の状況

などからみて災害に被りやすい事情」または「通勤

途上に災害に被りやすい特段の事情」があった場合

には認定するという解釈で、かっ、現実には個々の

事情を厳密に詮索せずに認定してきている伴成7

年1月30日付け事務連絡第4号。 3月16日現在の労災

請求件数 2 2 0件)。また、「のぞみ号殺人事件」事件

については事業・業務内容との因果関係がないと

業務外としたにもかかわらず、日人の死者と肝人

を超える重軽傷者を出した 191:恐年3月 20日の東京・

地下鉄サリン事件 (4月ぉ日現在の労災請求件数邸3
人｝や4月 19日の横浜駅弼激臭事件では、いちはやく

労災保険の対象となることが表明され、これまでの

ところそのとおり認定されてきている。

8 労災保険法等の改正

1任昨4月以来1掴にわたって「労災保険制度の

あり方について幅広く検討」を行ってきた労災保険

審議会併災保健基本問題懇談会)は、 1悌鼻血月16

日に、「労働者災害補償保険制j度の改善について」

建議を行った。この建議を踏まえた労災保険法等の

一部を改正する法律が1羽咋3月15日に成立、同月

23日平成存法律第お号として公布され、 8月1日以

降順次施行されることとなっている J長女王の内容

は以下のとおりである。

①介護備機給付の創設ー現行、労働福祉事業で

実施している介護料を、労災保険で当然に補填す

べき損害と位置づけ、保険給付化する。労働福祉

事業の介護料では、障害または傷病等級1級の者

のうちじん肺、せき損等により常時介護を要する

者に限定されていた対象者が、障害または傷病等

級1級の者及び織のじん肺、せき損等の者であっ

て常時または随時介護を要する者にまで拡大さ

れる予定。また、額についても、現行の 5 6 ,5田～

104,1庇円を引き上げた額とし、随時介護を要す

る者についてはその2分の lの額とされる予定

(1箆畔4月1日施行) 。

②労働福祉事業の規程の整備拡充一労働福祉事

業として、被災労働者¢受ける介護の援護を実施

できる旨を明示。g忘年8月1日施行) 。

③遺族(補償)年金の改善遺族(補償)年金の最

高給付回数(描日分)を受給できる遺族数を現行

の「丘人以上」から r 4メよi上」に改めるとともに、

遺族数 r2.A. Jの場合を r193自分」から r201日

分」に、遺族数 r 3人」の場合を r212日分」から

r223日分」に、それぞれ引き上げる (199昨日月 1

日施行)。また、遺族繍繍戸手金の受給資格者と

なる遺族のうち子、孫及び兄弟姉妹の年齢要件

を、 「満1暗に達する日以後の最初の3月31日Jま

でとする (1 91:畔4月1日施行) 。

④海外派遣者特別加入制度の改善一派遣先の海

外の事業が中小企業(使用する労働者数が常時

制人住融業、保険業、不動産業、小売業または

サービス業においては印人、卸売業については

l∞入院L下であるもの)に該当するときは、当該

事業の代表者等として派遣される者についても、

国内の中小事業主と同様に特別加入の対象とす

る同昨4月1日施行) 。

⑤年金支払回数の改善一年金たる保険給付の支

払期月を、現行の年姐から、 2月、 4月、 6月、 8
月、 1 Q月、四月の年闘に改める陣昨1 Q月1日

施行)。

⑥罰金額の適正化事業主等に対する罰則の蔀

金額を r5.万円以下」から「お万円以下」に、事

業主等以外の者に対する罰金額を r3万円以下」

から r2 0万円以下」に、それぞれ引き上げる (1田5

年8月1日施行) 。

⑦メリット制の特例の創設 中小事業主が中小

企業集団による安全衛生活動に参加するなど労

働者の安全または衛生を確保するための特別の

措置を講じた場合であって、メリット制の特例の

適用を受けようとする旨申告しているときは、メ

リット制による保険料の増減幅を最大以沿の 45

伺行問】分の 40)に拡大する特例を設ける (1鈎7

年3月31日施行) 。

⑧労働保険料の申告・納付期限の延長一保険年

度の初日 (4.月1日)から4 5日以内を 50日以内に改

める(1鈎惇4月l目前託子)。

建議で指摘された事項で法改正の必要のないも

のについても順次実施される予定であり、以下のよ

うになっている←部建議では明記されていない事

項を含む) 。

⑨特別加入者の給付基礎日額の上限額の引き上

げ(1鉛拝羽田施行一平成存2月20日付け労徴

第缶号・碁発第 7ぷラ)
⑮特別加入保険料の算定基礎額の特例伴度途中

の加入脱退の取り扱い。省令改正事項、即時

羽田施行一平成惇2月初日付け労徴第持基

発第741苦)
⑪労働保険事務処理委託届の改正(省令改正事

項、 1田昨4月1日施行一平成埠2月2臼日付け労徴

第5号基発第7婦)

⑫労働福祉事業に要する費用の限度額の引き上

げ (1 5Jl 15から 18J11Bへ。省令改正事項、 II目5年

4月1日施行平成惇2月初日付け労徴第 5号基

発第7～圭)

⑬アフターケア制度の充実慢性化腹性骨髄炎に

係るアフターケアの追加及びすべての労災指定

医療機関・薬局に拡大。 1鈎昨羽田施行一平成

埠 3月31日付け基発第1飴号)
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現語顧頻繁樹e渡 益皇室主語学長以ぷI

⑭ 中小企業安全衛生活動助成制度の創設(1 9 :碑

4月1日施行)

⑮長期家族介護者援護金制度の創設(r鉛済込月3

日施行一平成埠4月3日付け基発第1田号)

⑮給付基礎日額の最低保障額の引き上げ償令改

正事項、 1［沿昨日月1日実施予定)

⑫年金給付基礎日額の年齢階層別最高限度額の

改善省令改正事項、 1鉛咋8月1日実施予定)

⑮ 自動車購入資金貸付制度の改善

⑮介護支援施策の充実『労災ホームヘルプサー

ビス事業(仮称)J 、「介護機器レンタル事業(仮

称 )J、「在宅介護往宅資金貸付制度(仮称)J等が

199昨日月以降創設される予定である。)、労災特

別介護施設(ケアプラザ知計画的整備

⑫ メリット収支率の算定方法の改善省令改正事

項、 1997年羽田実施予定)

その他に、建議では、労災保険給付と民事損害賠

償との調整のあり方について、法律の専門家による

検討を行うとしている。

なお、労災保険率について、事業の種類僕種)別

に過去3年間の収支状況、災害率等を基礎として鮮

に1度見直されているが前回は1描年) 、 1羽E年4月

1日以降適用される労災保険率について、全体で臼

業種のうち 333纏について引き下げ。建設関係の事

業に係る第揺特別加入保険料率及び海外融輯に

係る第纏特別加入保険料率の引き下げと請負によ

る建設事業に係る労務費率についても改定された。

9 その他の問題

政府は19:畔3月 31日、今後昨聞の「規制緩和推

進計画」を閣議決定した。労鰍子政関係は回件で、

そのうち、労働安全衛生関係が、①ボイラー・圧力

舗苦関係併、②クレーン関係併、③その他労働安

全衛生法関係 11件、④資格関係併、儲堕・認証

・輸入等関係8('牛となっている。「労働行政に係る規

制については、労働者の適正な労働条件や安全及び

健康の確保を目的とするもの、安定した雇用機会の

確保や高年齢者、障害者の雇用の促進を目的とする

ものなど労働者の福祉の増進を図り、そのことによ

って経済社会の発展に寄与するものであることを

基本としつつ、経済の活性化や国際的調和などの観

点、から検討」したとされる。個々の規制についての

吟味も必要であるが、前述したように、「産業保健」

ー「労働安全衛生」のあり方について、使用者の安

全衛生義務の明確化と労働者の権利(参加する権

利、知る権利、緊急避難の権利等防確立、専門家

等によるサポート体制!といった大きな枠組みにつ

いての理念と体制を確立すべき時期にさしかかっ

ていると言えるのではないだろうか。

労働行政とのかかわりでは、「行政庁の処分、行

財旨導等に関する手続に隠し、共通する事項を定め

ることによって、行政運営における公正の確保と透

明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資す

るJという「行政手続法」が19鎚年10月1日から施

行されることとなった。

「申請に対する処分 Je労災保険の給付請求等がこ

れに該当。労働基準法第 1 0保等に基づく「申告」

は、「行政庁に対応義務が生じるものではないので」

該当しないとされている)については、①審査基準、

及び、②標準処理期閣を定め、公表する、③申請が

到達したときは遅滞なく審査を開始する、④申請に

より求められた許認可等を拒否する場合にはその

理由を提示すること。

「不利益処分」許認可の取消等が該当。労災保険

の給f古書求に対する不支給処分等は該当せず、この

場合は、上記「申諸に対する処分」の④の拒否する

場合に該当する)については、①処分基準を定め、

公表する、信灘間の手続または弁明の機会の付与の

手続を執り、～事前に不利益処分の内容、根扱獄令、

原因となる事実等を通知する、～資料の閲覧を求

め、意見を述べ、証拠書類等を提出すること等がで

きる、⑤不利益処分をする場合には理由を提示する

』と。

「行i防旨導」については、①当該行政機関の任務

または所掌事務の範囲を逸脱してはならず、相手方

の任意の協力を前提とするものであることに留意

すること、@府政指導等の趣旨、内容、責任者を明

らかにして行い、求めがあれば、書面を交付するこ

と。

労働省においても、「行政手続絃の脳子に伴う聴

聞及び弁明の機会の付与の手続J( ' ! Z成鮮明3 J日

付け基発第611号婦発第2万号)を定めるととも

に、行政手続法ハの対処方針を定めている(SjZ,成昨

9月28日付け労働省発総第2 2号、平成鮮9月3 J日付

け基発第 612号・婦発第 273号等)。

「申請に対する処分」についてみると、「審査基準」

には認定基準や解釈伊j規等これまでに示してきた

通達等をあて、公表の方法は、窓口における備え付

け、求めに応じ提示すること等の方法でよい。「標

準処理期間」については、原則1か月とする。ただ

し、プレス機械等の形式検定5か月、じん肺管理区

分決定2か月、痴育に係る労災保険給付6か月、障害

補償給付劫明、遺族補勝古付・葬祭料4か月とし、

未払賃金の立餅ムいに係る確認認定、労働時間短

縮実施計画の佼更の)承認及び上記疾病に係る労

災保険給付のうち「その他業務に起因することの明

らかなもの」錨労死等の場合が該当する)について

は標準処理期間は設定できないとする。公表方法は

「審査基準」の場合と同様、窓口における備え付け、

求めに応じ提示すること等の方法でよいとされる。

「拒否する場合の理由の提示」についても、従来の

対応を変更する指示はない。また、行政手続法自体

に、「申請に対する処分」については「不利益処分」

の場合のような「資料の閲覧」等の定めがなく、ま

た、儒渚査請求等については法の適用自体が除外

されている。このため、こちら側からの働きかけが

なければ、従来からの行政対応に何の変化もなく、

部内限通達等の秘密主義も変わらないことが懸念

される。「行政情報公開基準J(1991年12月日目に各

し合わせ、平成年3月31日付け基発第1B8

号)を含め、内容の改正とともに幅広い周知、積極

的な活用が望まれるのである。

製造物の欠陥により人の生命、身体または財産に

係る被害が生じた場合における製造業者等の損害

賠賓の責任について定めることにより、被害者の保

護を図る「製造物責任札法」も1羽咋7月1日から

施行される。製造物の欠陥と被害の聞の因果関係の

立証責任を被害者に負わせながら、製造業者等に情

報の開示を義務づけず、推定規瀧もおいていないこ

と、「製造物を引き渡した時における宰惇または技

術に関する知見によって欠陥を認識することがで

きなかった」場合には免責するという「開発危険の

抗弁」を認めたこと等の批判があることも事実だ

が、これが労働安全衛封揮の前進に寄与すること

が期待される。 Pじ法制定の中で、すでに、例えば

テレビゲームに、「長時間の使用は健康上好ましく

ないので、民割問ごとに 1Cト U;分の小休止が必要」

等の「健康主の安全に関する注意」ラベルが貼られ

るなどの動きも出てきている。「イt'学物質等安全デ

ータシート」と「製造物責任法」は、労働者の「知

る権利」の確立に向けた起爆材となることも可能と

考えられる。労働現場では、労働者が取り扱うこと

となる製造物に対する対策、及びそこで劉草され消

費者等に引き渡される製造物の対策の両面からの

チェックが求められている。

また、次第に整備されつつあるBコ個際標準化機

構)OlID筑間シリーズ品質管理システム偏質保

証システム｝やl I Dl4000練境管理・監査システム)

に対する企業の対応が賑やかになってきている。導

入の動機は別にしても、これらのシステムを導入す

る場合にも、たんにドキュメントの整備に追われる

のではなく、職場における労働安全衛生体制対策

の前進と結びつける必要性とチャンスがあると考

えられる。
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聡業性疾病( 2号から9号までの小計) 6,737 1 5,0141 6,1ωI 4,4701 3,8291 3,90 51 3,5661 3,7841 3,3401 2,9251 2,9邸I2,656! 2,ω5! 2,519! 2,au! 56 ,034

計
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注)上殿の敏字は労働省灘務上疾病調(各勾噛「衛生のしおり」による)から核諌扮矧を箔働基準法施行規則居表第1の2に各号>>Jに緩み脅えたもの.
休業4日以上で、その年(扇年)中に宛生(初凶て診断がなされた日)した務調で翌年年3月末日までに犯握したもの.事難主から提出された労齢者死傷病報告書を分析再分類したもの.

中殿の数字は、 「年間q、業務上疾病の労災保険新規支結決定得数j ,後災労働者等から鈎災保険の総同信求がなされその年度幅苦手ではない)闘争に支絡決定がなされたもの),
下段の数字は、上段の数字から中段の数字を差し引いたもの. 労働省演出より全国労働安全衛生センター連繍会識が作成

死亡災害e死傷災嘗宛生状況、労災保険適鳳状況及Lぴ給付担類別受給者数の推移

年金受給者数
労災保険鴎客(補償ト 遺族(補慣)ー 葬祭料葬祭

事?喜重 重苦議科度
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計
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凶" 841,510 18 ,558 ,323 6,09~ 466 ,1お 1,0(5,941

,部。

,

円。 4,4. 69 2,128 373 1,215
19師 邸5,4. 75 20 ,Hl,tzl 6,046 4四, 331 1,3-4 0,702 73,028 6,546

1,317

, , , ,

11 ,509 13 ,679
1968 1,078 ,919 2,.4 100,5泊 6,088 &槌, <<3 .,1 716 ,677 71. 793

, ,

9.331 5,275 3,06.(

7<'
S自白 20 ,390 25 ,l-H

19円。 ,1 202,447 26,5却, 326 6,048 364 ,.((4 1,650 ,164 74 ,270

, ,

10 ,324 5,673 1,438 29 ,366 34 ,877
1972 1,甜5,朗3 Z7,邸8,665 5,631 324 ,435 1,419 ,630 65 ,276 ,1966

5,342 84 ,29B 10 ,979 5,980 3,333 ,166渇 33,559 39,760
1973 1,532 ,476 26 ,162 ,112 5,おS • 387 ,342 1,310,470

,自1酪 3,533 "日.. 41. 150 48,918
泊15 ,1 535,276 29 ,075 ,154 3,7Z5 322,322 1,099 ,056 53 ,387 1,310

6ZU

U63

,活8 20,558 11 ,413 4,641 4,50( 54 ,328 6~,362
1979 ,1 763,532 30 ,759 ,019 3,077 3 ( 0,731 1,1却, 621 53,6U

52 ,465 ,4238 H6,154 21 ,601 12 ,487 ,.4 696 4,424 日7,216 67 ,811
19ω 1点羽.町2 31 ,839 ,595 3,009 335 ,706 ,1 098,527

5日,五日7 ~,12( 13,認3 4,213 60,38ゆ 71,452
1981 1,田昌, 973 32 ,750 ,2.33 2,912 312 ,844 1,027 ,477 691

7< ,

,

4,594 4,07S 回】3凶 7,.4 640
1982 1,9却, 378 回目593,799 2,674 294 ,219 963 ,496 49 ,003

47 ,405 3,関 167 ,009 2氾, 51悶 15 ,147 4,51自 3,932 66 ,134 '17, 2邸
1963 1. 993,359 34,510,310 2,588 278,623 929 ,641

68,981 朗, 096
19陪4 ,' 0珂, 693 話, 196,556 2,635 271 ,6且4 921 ,400

目。1,邸5

48 ,011 6団8 3,関S

,

23,92 η 16,006 ,' 3,541 71,609 6Z, 羽7
19氾5 2,067 ,091 出, 215,432 2,512 257 ,240 46 ,648

3,6自日 182 ,545 15 ,927 4,255 3,312 14,344 84 ,707
19邸 2,110,羽5 却, 696,975 2,316 246,回1 859 ,220

,

22,910 15 ,734 4,110 3,066 76 ,785 関1関3
1987 2,176,回7 38,799 ,7出 2,342 232 ,953 846,印8 4,256

,

2, 3,9凶 2,856 79,284 88,901
196 2,270,467 調, 724,637 2,549 226,318 駒山, 335

818,回7

43,181 113 3,789

3関4 182 ,545 21 ,496 14 ,961 3,郎4 2,675 81 ,390 90,MO
19ω 2,342,02 ( .4 1,249,却4 2,419 217 ,954 40 ,759 16'

619 3,8 14,部5 3,H3 2,555 83 ,310 92,800
199 2,421,31 8 43,222 ,324 2,550 210 ,108 797 ,9加 回,116

199 ,504 19,回4 13 ,769 2,W 84,978 94 ,612
1991 2,491 ,聞 l 44 ,469 ,300 2,48 200 ,633 764 ,6悶は 37 ,108 '" "日 15

202,133 1, 3,41謁 2,341 86 ,513 日6,599

19月" 2,541 ,76 1 45,831,524 2,354 1関, 509 725,637 35 ,215 665

661

, ,

1, 12 ,591 3,担B 2,258 *回, 075 本 98,~50
19旧3 2,576 ,794 46,633,部B 2,24 5 181,日日日

1 176 ,047

695 ,961 34 ,132

表2義務上疾病の完全生状況

号 分 頬 1979 I印刷I1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 19岨 119邸 11鈎1I盟関I19同 I1990 I 1叩11199211伺3 I合計

11業務上の負傷に起因する商荷 目立|器ltZ111211T214314213宏一l-i-~l~~:::~'-~~:~H~~~*-l~~~~l-~:司法|う出
2,3921 1,附I1,477 I 1,1041 1,920 I 1,8.4 7 1 2,1凶I2,467い,国I1,7671 1,4羽I 9681 2,130 I 1,640 I 1,4回I Z5,臨

21物理有的害節光子線に、よ稲る篇疾放病射(線が、ん異を常除安く旺.) ト出:~"~H"'i~*'卜世間一!なl""-'~'~-~~十-i~:i11長1-1:i~-1'--"~~1---～～1"-抗日間:
異常温度、騒音、超音被等 3671 -841 4闘 3 541 関川一く51 381. -911 ね 71 240 113

131

7< ' U

担fz
141140 1 lZ6 12011731 位4

η51 2,127

1,回I u,四

g陥131 22 ,415

4z 1,918

H1 1U " 65

387 ¥ 1,472い, 401 ¥ 1,制¥ 1,201¥ 

,2381

-3?

115 I 110 H1

1,185¥ ,1 103¥ 1,140¥

1,1441 1,140 I 1,06G

411 -3~

353い, 2721 1.3271 1,2日¥ 1,23
5.4I

3!?るZTの醐帥か欄醐咽I1111421一平|剖;:剖τ~~"l-i~:i~~'"~d;il"-ï若トヨ:卜i~ii-l---l:~~"\""ï~~~'\-'ï~ii-\寸法+"2i~
_ ." 1ω! -5411 -4悶I -630 I -8911 -7451 -16 ,129

出<t卜2卜割合卜な十羽-2↑--"-~~-l--~~一一刻-2卜~~~+-~~'l-'-'~i:'ト-t:;;
" 65

マlがん原町し<はがん間金因子又はが卜叶…;十-i卜~I-叶-4H'""-6~十一叶
ん原性工程における業務による疾病

-1,1171-1,船路 1-1,7401-1,7401-1,3201-1.3151-,12041-1,120

41化軍衡実等による疾病(がんを除く.)

対働大臣が指定する化学物質等に

よる捗調を含む.

5 1粉じんσ瓜臥による疾病

じん脈話事

" 2問。

113 1136

-78

315 I 2μ

2,49112,踊I2,2491 2,282 ¥ 2,出1 1,561¥ ,1 

2,150 I 2,回I2,0341 2,W I 1,醐I1,四¥ ,1 

3 .nI 257 zl5 1681 264.1 m
61細菌、ウイルス等の続原体による疾病 lUl一一則…竺L _5

防 1 123 164 1 2.06 1 166 1"

161 -751 -1161 泊51 -1251 -1061

防1 123 164 1 2.06 1 166 1" 136 113 1 140 1 141 lZ6 12011731 位4

161 -751 -1161 泊51 -1251 -1061 -78
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表3-1 脳血管疾患及び虚血性心疾患等の労災補償状況

年度 19町 l'氾8 1989 1990 1991 1992 19以93

脳血管疾患

調求待望設 351 。4泡 '38 438 ." 326 ←"7
認定件数

l号

6 1 96 7 1 78 6 6

7 1 56 "2叫 5 5
"4悶

19号 1 6 1 4 l' 21 1 1 19

虚血危乙曜患等

請求件数 146 19掲 23' 161 161 130 103

認定件数 7 20 1 4 1 5 1渇 a 13

11号 4 5 3 3 5 1 1

19号 3 15 1 1 12 10 7 12

計
Aロ

請求符教 49' 618 717 悶7 655 458 I Jω

認定件数

11号

49 81 11 10 92 93 7 2

2氾 回 "
"56

4 1

19号 21 2 9 30 3 4 1 6 3 1

(註)1 1-号とは労働基準法施行線男期路調2の2第1号の「難務上の負備に起因

する疾病Jであり、 9号とは再演鱒B号の「策務に起因することの明ら

かな務調』に係る盛血管疾息及び虚血性4岬噛等である.

2未処湿の併教があるので、制求作教から認定件数を減じた件数台.tf支
給の件数副主ならない.

3労働省労働革懲局同資料により全国労働安全衛生センター連絡会識が 
作成

表3-2脇血腎侯患及び慮血酌t.疾宅等の書牽蹄求及び再禽査絢戒処理状況

年度

審査繍求 再審査副賞求

前年度

末残
制求

決定
政下

舗求の

期A減

本年度

末残

裁決

件数

救護 請求

併敬取消棄却却下

19B1 1 6

併教。

1966 29

1989 38

。1

1990 5 0

1991 201 131 BI 1 20 3 205 42

1992 10' 31 109 7 '"
"1 194 36 1 5 5

1鈎3 194 舗 (1 10陪 1 3 "3 170 ロ

(詮)審査論求処理状況及び再審進論求の強求併教は錦織省資料より、再審査却求の鏡抜

救溌件数は労後保験研究所「逓祁労J'lJにより、全国労働安全衛生センター連絡
会識が年成.

『論求の割目。減」繍は、事件の移送、併合、分厳努による増械である

年度疾病の程領
4686120

1112107 91 ,(1988年3月31日現存の累積認定者数｝ 14'" ,

B陥31 011 121 061(19岨年3s 3 1 B現在の累誠認定者数｝

1386111(198 8 :年明31日預庄の累積認定者数｝ 113

,

1 5I0 01 0 11

(1 988年3月31日現在的累積認定者数｝

(1'腿年3月31日現在の累積認定者数) " 0

71 0

o1 0119 18916118 23121

91 0 11 1 111 1 1 4

3291 9I2 6 13129 11122"l, '
数

～ンゾトリクロライド巳さらされる ( 1,鴎年3月31日現在の累積認定者数｝

業務による締がん

石碑にさらされる蟻務による肺がん

叉iま中皮姐

8 9 ωs
12111

6 " 6

r"にさら (19回年3月31日現在の累積認定者数］

s 91 92 9J 合計

1 4113

l,02~ 53161 50180 54173 1.'日,

(柱)労働省労働基準局の資料により全居労融安全衛生センター連絡会議が作成.

袋4 職業がんの労災補償状況

哨 11817司瓦石市司函1 " 1 " 1民 187

m

(1'回年明31日現在の累醐車定者数)

(19開申月31日現在の果樹認定者歓｝

17 1 71'1'1 11' 11'

ベンジジン又はβ ナフチルアミン (1986年明3 1 8 m庄の累積認定者数)

にさちされる難務による尿路系腫耳目

ター'"等にさちされる揖務による肺

がん又は皮膚がん

両国腕含有する諒石を原料として金

腕の製錬若しくは繍錬を行うヱ程又

は無峰磁業化合物を製渇する工程に

おける難聴による蹄がん又は皮膚が

ん

クロム盤塩又は重クロム酸塩を製造

する工程における難諸による肺がん

文はよ気道のがん

ピス(クロロメチル)エ←

される集務よる櫛伊ん

塩化ピニルにさちされる難諸による

腕也普肉腫

ペンぜンにさらされる難諸による白

血病

0 。 16

。3

。a

。7

電蹴放射闘にさらされる揖諸による (1968明月31日現在の醐認定者数)
白血病又は皮膚がん

その他のがん

総

01 0 01 1
" 0

。。
。。

。。
。。。。 7

16118 23121 189

1 1 1 11 1 1 4

13129 11122 329

50180 54173 1.'日,

表5 定期健康診断特殊健康諺断 じん肺健康診断実絡状況

年度

定期健闘捕 特殊健闘婿 じん肺健康器断

畳診労働者

輯量

疾病鵠世喪摘

尭見率

対象

業務敢

実車

事裁措数

畳器

労働者世

有所見者

監

有所見

率

聖蕗

労働者世

管理1

有所見者

管理2 管理3 曹理4 有所島者

融

合併症

り患者世

有所見

率

1965 9,370 ,497 674 ,578 6.1 8,927 226 ,979 24 ,048 10.6 162 ,467 8,996 3,973 850 415 14 ,234 8.8

1970 11 ,199 ,917 662 ,694 5.0 羽 14.865 304 ,793 30 ,735 10.1 173 ,331 10 ,010 3,639 736 257 14 ,642 8.'

1975 10 ,901 ,527 7担, 029 6.7 "72 30 ,446 557 ,224 29 ,962 5.' 212 ,976 12 ,716 5,055 1.0関 318 19 ,169 '.0

1980 11 ,306.990 990 ,149 8.8 71 ,976 1,213,槌7 30 ,546 2.5 259 ,899 34 ,133 8,132 122 42 ,387 172 16.3

1981 10 ,333 ,192 日16 ,522 8.' 72 74 ,710 1,256 ,283 31 ,710 2,5 271 ,775 36 ,872 7,787 148 44,即7 177 16.5

1.82 10 ,408 ,511 953,393 '.2 72 76,凹6 1,羽3,751 31 ,695 2.4 265 ,720 38 ,099 且, 010 126 46 ,235 147 17.4 "

1.回 10 ,625,676 991 ,0酒 '.3 72 76 ,031 1,342 ,062 27 ,498 2.0 260 ,565 37 ,183 7,120 137 44 ,440 133 17.1

1984 10 ,618,出B 970 ,752 '.1 72 船, 224 1,384 ,12. 3 27 ,674 2.0 262 ,024 34 ,958 6,231 81 41 ,270 102 15.8

1985 10 ,7お, 013 1,005 ,929 '.4 72 81,6回 1,'甜"田 24 ,429 1.7 260 ,62沼 33 ,391 5,905 80 39 ,376 87 15.1

1.槌 10 ,900 ,258 1,065 ,364 '.8 72 且1,573 1,441 ,6泊 22,臼3 1.6 251 ,622 34 ,232 5,614 75 39 ,921 140 15.9

1987 10 ,邸9,413 1,100 ,724 10.1 72 且1,245 1,425 ,72日 21 ,447 1.5 237 ,310 29 ,111 4,645 93 お, 849 10< 14.3

1.田 10 ,5前, 406 1,123 ,126 10.6 72 81日, 69 ,1 418,却4 19 ,971 1.4 228 ,425 27 ,164 4,209 64 31 ,437 60 13.8

1.田 9,232 ,997 1,117 ,564 12.1 72 回, 242 1,415 ,94日 25 ,015 1.8 219 ,624 25 ,364 3,864 66 29 ,294 63 13.3

1.90 10 ,009 ,681 2,泊7,251 23.6 72 75 ,746 1,376 ,847 31 ,994 2.3 216 ,420 22 ,184 3,557 74 25 ,815 93 11.9

1991 10 ,911 ,023 2,990 ,890 27.4 72 73日, 17 1,385 ,573 41 ,844 3.0 229 ,139 22 ,799 3,475 50 26 ,324 11.5

1.限2 10 ,825 ,454 3,'田, 525 32.2 72 75 ,131 1,509 ,273 47 ,99~ 3.2 220 ,988 18 ,782 3,249 22 ,083 63 10.(

1993 11 ,187 ,605 3,762,4~1 33.6 72 76 ,986 1,回3,650 52 ,353 3.' 219 ,607 19 ,888 3,138 36 23 ,062 27 10.f

資料特需健掘匁街実施結果調(じん肺健康論断を障()、じん肺健康診断実施結果調により、全国首働安全衛生センター連縮会調酬午成.

l'関年10月より、定期健康器断の項目等が改正されている.

特殊睡療器断では、 l'田年1明より、有糧絡剤及び柏櫨隊車断の項目等沿批正されている.

じん腕曜砲E分の決定続日には、臨時申請によるものは含まれていない.

1978年じん腕唱理区分が改正されている.
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崎重構戦 ; 川忠良自主山辺自主山山長岳山山|

4

年度

5

年度

l

1

1

。
1

1

1

3

年度

3

1

2

。
2

2

a

1

322 '" 351

[資料】

不法就労外国人に対する災害補償の状況

各年度の労働省労働器準局補償躍の資料により全国労働安全衛生センタ一連崎会議が作成したもの.

労毘保険の保険結付の請求があった事案のうち、被毘労働者が不法就労外国人であると思われる者に対する補償状況.

被災労働者の園繍(人数)

2 45262 63 "'年 国 名名閏

""ペ32 43

1

2

6 z1

12 スリナム

マ

B司L

12 I l 't

S メキシコマレーシア

ノ

2

リ

1 ."・" ,エューキーェ y

1

1

"' 351z2l 322 39389

5

年度

。1 2 。
。。。。。1

3

1 10

1 4

。。
。a 。

L '!l
ド

3 5 20

63 元

年度 年度 年度

0 21 16 31

l s 2 6

1 3

3

年度 年度

ネパール 11 エ 4 2 2

l 1

1 z 2

2

1フ

1不

1

ナム

J、マ

1 z 2
1

1

2

"スーダン

z8台

25 イギリス

18 プキナファソ

1 a

1

1

1

1。。。1 。
1

。1

Jミ ル 2 5 8

ブラジル 。 z 4 3

マレーシア 3 10

31

13

15

1

1

1

71

5

2

2

z Z エジプト

3

2 2

中

イ

ナイジエリア

l

1

1

1

1 

1

a 1。。。。1 。。1

1 a

1

1

1

1 。。。
1 

1

1

8

6 12

。。E

1

1 2

1 a 2

l

S キュ

9I r イ ツ

B 南アフリカ

5マ

インドネシア

ガナ

ミャンマー

アメ リカ

ベトナム

ギア

ポリビア

オーストラリア

アイルランド

ホンジュラス

2 タンザニア

2 香 港

Z オランダ

l シンガポール

1 ニュ ジーランド

1 フランス

明

計

"13 z8台

z1 25 ト

2

パキスタン 13

8

8

ン

国

2

8

16

21

4

年度 年度

パングラディシュ

フィリピン

スリランカ

タイ

3

年度 年度 年度 年度 年度

15 t 10日 122 I 101

51

63

10

イ フ

縛

62

年度

ト

ン7 20

19

22

レ ソ

ナ

湾

ル コ

閏名
62

年度

63

年度
"'年度

2

年度

3

年度

4

年度

5

年度
国名

イフン 2 15 t 10日 122 I 101 レ ソ ト

縛国 2 8 7 20 32 43 ナン

パキスタン 13 16 19 51
"ペ
" スーダン

パングラディシュ 8 21 22 63
"z8台湾

フィリピン 8 6 3 10 "13 z1 25 ト ル コ

2 就労場所(人数)

都府県名 都府県名

2

奈

53

計

海

歌

4

2

4

4

5

3

3

1

3

吉孝

東

千

茨

愛

話

大

神

埼

静

裏

山

滋

新

奈

馬

京

薬

域

知

木

阪

｝I [

玉

問

野

梨

費

渇

良

1

B

4

12

3

12

z8

30

25

10

14

11

庫

山

島

弁

知

賀

重

島

都

)I [

関

道

山

媛

阜

"福

"福
19 高

16 佐

14

13 広

11 京

7石

7福

6 じゴ
4和

3愛

2岐

4 5

年度 年度

91 92 兵

"富

39 "福

17

10

62 63 元 2

年度 年度 年度 年度

2

E

。。。1
。8 。。。。。。
。。。。。。。1

。。3 。
。。。。G

。1 。。。。。。
。。1 。
40 71 89 I 221

2 3

年度 年度

16

80 I 102

28

16

" 30

49 21

g

1

62 63 克

年度 年度 年度

a 11 14

19 49

2 4

2

3

5

3

1

4 補償状況｛件数｝

62 63 克 2 3 4 5
保険蛤付の種類

年度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

療養補償給付 39 70 70 I 1回 267 298 265

休業補償給付 z1 19 4悶 80 126 197 195

障害補償給付 7 6 55 69 87

遺族補償給付 z 2 4 1 3

宅島 祭 料 2 2 3 I 1

L計 67 95 I 124 291 4日57 565 575

4

3

1

1
1
 
1
 
1
 z

2
 
1
 
1
 
1

26 安全センター情報噂刊号 安全センター情報楢刊号 27



五:統計資料山山主主主主己三三己記目

(人数)

4 5"'種業濯業

119

2
10 30

21

1

" 2渇3 1313

z 134 51 2 4 711

551。。
" 192 21 196

1 。21 1

4 31

113

41 24 2

1 1 。1 2223その他の恩造業

貨物取級事業
1 。

1 。港湾貨物取録業

3 5 4潜肴荷役業。8

3 z 2 6 1515 1

g 。。2

。 1 2 4 8 11

42

3" 351

351521

3"計3

18

4

2

年度

12

40

1

27

62

年度

1

3

年度年度年度

6

年"'度

年度

2"'
年度年度

。6

1

4

l

2

3

2

19 計量器、光学櫨棋

日時計等製造業

6 貴金属製品、装

身具、皮革監品

等製造業
z 9 g

1 3

6 4

5

年度

2鋳 物 業

。金属製品製遭難

l文は金属加工業

1 般金物製造業

2めっき業

1篠械器具製造業

"電気機械器具

E 選業
2
輸送用犠械

器具製造業

船姐製品製造藁

28

71 "2 21 322

7 車業又は揮面温業

以外の浪業

清掃、火葬又は
1 。1

と畜の事業

ビルメン
。 。 1 。 1 1 。 

。 2 1 1テナンス業

。 2 4 6 1 その他の各種事業

9

8

25

5

20

19

62

年度

63

年度

1

51

3

年度

2

42

4

年度

1

31

6

1 。

1

1 2

63

年度

1

1

z

。1 1

4

3

その他の林業

木材伐出難

業量 石

その他の鉱難

道111新註事業
ほ裳工事業

建築事業

既置建築物罷備

事 業工

援械装置の組立又

はすえ付けの事雛

その他の建設事績

食料品製造業

総維工柴又は

強維製品良造業

木材又は木製品

業造製

パルプ又は

紙製造業

印刷互依製本業

化学工難

ガラス又はセメ

ント製造難

その他の窯業主は

土石製品製造業

金属精錬第

非鉄金属繍飾業

金属材料品製造業

業濯
62 63 年"'度

年度年度 年度

その他の林業 。 。 。

木材伐出難 。 。 。

量 石 業 。 。 。

その他の鉱難 。

。

。 。。

道111新註事業 。。
。

ほ裳工事業 。 。

建築事業

既置建築物罷備

4

。

z

。

13

工事業

援械装置の組立又 。 。 。

。 。
その他の建設事績 。

1 1

総維工柴又は 。

木材又は木製品

製造業
1 1 1

パルプ又は

紙製造業

。
。 。

印刷互依製本業 。 1 1

化学工難 3 z 2

ガラス又はセメ

ント製造難

その他の窯業主は

土石製品製造業
。 1

金属精錬第 。 。

非鉄金属繍飾業 。 。

金属材料品製造業 。 。

3 4

年度 年度

1

2 。。

。

。 。

2 1

42 51

5 5

2 1

9 20

8 19

1 4

z 9

1 。

3 5

15 15

g 。

4 8

2 1

4 6

3 1

63

年度

1

30

。

4

3

1

2

。

。

2

。

。

4

年度

5

年度

9 11

"
。 1

。 z
2渇 13

4 7

"19

。 1

。 3

2 。

25 31

5 6

1 。

。 1

【資料］

外国人労働者の労働災害発生状況

各年度¢労働省労働基準局安全衛生都の資料により金属労働安全徳生センタ一連強会議が作成したもの.

事業主が届け出た労働者死傷病報告によあデータで、永住者、永住者の配偶者等、平和制関連国籍離脱者の子及び定者を除く在留

資格を有する者を対象としており、在留亙ぴ就労の合法、不法を関わない.死傷は死亡及び休業4日以上の負傷の合計.

1 国犠別労働災害被災者数 2 集権Bti労働災害被災者数

平成2年 平成3年 平成4年 平成5年
業

種

平成2年
平

死傷 死亡 死傷 死亡 死傷 死亡
国

第死傷死亡 死傷死亡

ブ 7 ジル 39 2 80 2I 201 4- I 278 5 車 造 業 194 4-I 272 5I

死亡

イフン 11 1 71 3I 102 5I 102 2 建 設 業 31 5 67
ベル 6 18 1 53 l 72 l 貨物取級業 2 1

1
2

13

1
中華人民共和国 25 2 42 1 52 2 昆 旅 業
大腸民国 18 4

""
s 30 4 7 畜産水産業 3

2 1

フィリピン 2 商 業 5 1

17

22
パングラディシュ 1 27 "22 接客娯楽業 4 19 31

z

タイ 18 2 そ の 他 4

パキスタン 45 30 18 2 合
16

スリフンカ 18
計'" 田 23

アメリカ 14
インドネシア 13 1

その他 6市 3 S唱 2I 217 8 68
不 ,～ 87

合計 144 11 3郎 16 I 689 23 I 844 22
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副主l!~闘F制Pf間言者1l:i司山間:::~議開醐臨輯輔醐醐輯瞳睡瞳醐睡輯蝿蝿盟盟盟蝿蝿醐臨醐醐薗酷醐踊醐

1豊富品童手麓鱒輔霊聖書量輔盟関犠盟書事

1箆込 1.4 平6ム4基発第1号「労働基準法の一部改
正の施行について」舷令47-く;/速報133)

1虫弘1 .4 平6二凶基発第2号I週4時間労働制への
移行等労働時間制度等の改正の概要及び周
知についてJ(法令47-6)

1忠弘1 . 4 警視庁発表、平成B年の受通事故死亡者数
10,942人(通信主治)

l臨1 .10 平6 . 1 . 1明発第7号・基発第お号・職発
第B号「週4 0 !寺間労働嗣jへの移行等労働時間
制度等の改正の概要及び周知について」

19:弘1.14 平且1 . 14基発第お号「労働災害の防止の
ための業務に従事する者に対する能力向上
教育に関する指針の一部在改正する指針に
ついてJ (法令4千吾)

1寝込1.14 中央職業安定審議会 '6噸までの雇用機
会の確保等総合的な高齢者雇用対策の確立
について健議)J 纏報131)

1994.1.15-16 宮崎日向援動病検診
1寝込1 経済企画庁経済研究所「研究論文働き

過ぎと健康障害ー勤労者の立場からみた分
析と提言ーJ t情報94-<;)

1寝込 1.23 全国安全センター・労住医連第狙振動
病プロジェクト燃本)

1忠弘 2.7 平6 . 2環器発第5 4号「雇用保険法第在呆第
1号の2v規定に基づく労働大臣の定める告
示の制定について」舷令47.司

1994.2.17 平6 . 21'1塞発第回号「衛生管理者能力向
上教育使期又は随時)について」個信託迫)

1虫弘2 .18 平丘2.lE湛発第白号「突通労働災害防止
のためのガイドラインの策定について」情
報艶唱/法令制/通信岨/速報盟)

1寝込2.21 平6.2.2l基発第飴号「試験施設等に関す
る安荷法Gill車合確認状況について」領信

組)
1寝込2.23 ,平成出手度労働基準行政の運営につい

てJ (法令4沌/通信4国)
19!:比 2.22 長崎じん肺訴訟最高裁判決締報弘-6)
19:弘 222 庁保発第2号「厚生年金保険の第唖重被保

険者及び船員任意継続被保険者の保険料を
前納する場合の期間及び納付すべき額の告
示について」健報132)

1忠弘2 申オ沸働問題リサーチセンター「職場に
おけるエイズ教育のあり方研究会報告」健
報四)

1寝込3 . 3 平丘3. 3 ;基発第114号「労働安全衛生規則
の一部を改正する省令の施行について」怯
令47-B/;通信400)

1包4. 3.3 連合解雇問題で労働省に指導強化を婆請
1毘4.3.回 全国安全センター・労住医連第細振

動病プロジェクト僚京)
l寝込 3.9 石綿対策全国連絡会議各省庁ヒアリング
l田4. 3.10 平且3. 1 (遅発第126号「労働者災害補償保

険法施行前に従事した有害業務に起因して
同法施汗後に疾病が発症した被災労働者へ
の同法の適用に関する取設いの変更につい
てJ (情報告錦)

1鈎4.3.11 平且3.11婦発第弱号「傍女雇用機会均等
法に基づき戸事業主が講ずるように努める
べき措震についてのま蛍叶の一部改正につい

てJ(法令4 1喧)
1寝込 3.11 平丘3.11基発第131号・婦発第57号「女子

労働基準規則の一部改正についてJ舷令

4'H.2)
1箆込3 .11 平6 . 3 .11基発第=号W l年単位の変形労

働時間制』の運用に当たってのガイドライ
ンについてJ(:法令4河)

19:礼 321-3.2見 第 f51回日本産業衛生学会(岡山大

学)
1994..3.34 遺産省、鉱山保安規則公布鉱山保安法に

基づく石炭鉱山保安規則、金属鉱山等保安
規則、石油鉱山保安規則を統合。 1～獄奔 4月

1日施行)
19:弘 3.25 平且3. 2 5基発第1位号「当面の労働時間対

策の具体的推進について」舷令4 H 6 )
1鉛4 . 3.25 平且3 2珪主発第lま汚「パラ4 トロクロ

Jレベンゼンによる億康障害を防止するため
の指針について」舷令4H4/通信必1)

1寝込3.29 平6 . 32補償課長事務連絡第6号「掻動障
害者に係る『紐晶監察』の具体的運用につ
いてJ(情報勉-6)

1却4.3.30 平丘3311基発第1初号「労働安全衛生法関
係手数料令等の一部を改正する政令の施行
について」領信461)

1994. 3三日 平6.3.3 1基発第181号「労働基準法の一部
改正の施行に伴う関係通達の改廃につい
てJ(法令4 1辺)

1箆込3.3 1 平也3.31基発第1.83号「第一種衛生管理者
免許を受けることができる者について」舷

令4H7/通信証坦)
1寝込 421 平6 . 4 2 1基発第2 B干号「学校給食事業にお

ける労働災害kの防止について」領信証泡)
1994. 5.16 地公災基金岡山県支部事件練場ソフト

ポール大会での心筋梗塞死海高裁判決舷
令47-15)

1寝込丘18 平丘5正湛発第301号「試験施設等に関す
る安衛法GU斑合確認状況について」舗信
465)

盟主L丘話器 第1掴労災職業病被災者全国集会事珪
阜羽島)

1鉛4. 5.31 平邑5.31基発第ま沿号「労働基準法関係解
釈例規の追加について」舷令47-1 6)

1寝込5.3 1 平且5.3 1基発第331号「法定休日における

車i増賃金の考え方について」申書令47-1. 6)
国4.6 . Hl.30 平成昨年度全国安針且聞
1寝込 6.6 平邑6五基発第 341号の3'変異原性が認め

られた化学物質の取扱いについてJ儀信
4ffi)

1沼4. 6.11-i2 労働者住民医療機関連絡会議第沼田
総会静岡・熱海)

19:弘邑7一宮4 lID第邸周総会
1寝込邑 13 平丘6.13 ;基発第ま沼号の3,ゴンドラを使

用する作業の安全確保の徹底について」蝕
令47～;通信描)

1994.621 平邑.621基発第370号「労働安全衛生規則
等の一部を改Eする省令の施行について」
(法令47-19/通信省乃

1寝込 623 平丘印鑑発第潤号「専門工事業者安全
管理活動等促進事業の実施について」怯令
47-2ν通信誕百)

19:弘 623 ,事業の再構築に当たって雇用面等で配
慮すべき事項に関する指針」健報どお)

1994. 624 平6 .6. 2 く銅発第1沼号・職発第457号・能
発第l加号「雇用安定事業等の実施につい
てJ(法令4手お)

l民込丘29 平且.62現職第1邸号「雇用保険法等のー

部を改Eする法律の施行についてJ C法令
47.却)

1包4.6.30 平且6. 3 :溌職第1邸号「高年齢者等の雇用
の安定等に関する法律の一部をilll:正する法
律の施行について」舷令4 1叩忽/職発第479
号も)

19:込 7.3 第稲田尻賞表彰式績浜・日本丸)
1寝込 7.6 平 6.7.5基発第4 3 7号「労働災害の防止の

ための業務に従事する者に対する能力向上
教育に関する指針の一部を改正する指針に
ついてJ(法令4 7 -21)

1寝込 7.6 平邑 7.5基発第者強号「乾燥設備作業主任
者に対する能力向上教育について」短信

4官)
19:込 7.8 ,介護休業制度に関する専門家会合報告

番」纏報1幻7
1寝込7.11 平丘7お基発第448号「試験施設等に闘す

る安衛法Gill直合確認状祝について」錨信
制)

19:込 7.12 平 6.7.1.2;基発第452号「ゴンドラ構造規格
の適用について」舷令4 1令部/通信証泡)

1寝込 7.15 平邑7.15基発第4泊号の3,足踏み操作式
のポジティブケラ、yチプレスを両手押しボ
タン操作式のものに切り換えるためのガイ
ドラインについて」縄信4劾

1鈎4 . 7.15-17 労働と健康フォーラムm 
H O EほA I D O傍5回労働安全衛生学校/北 
海道・札幌)

即日17-lB 全国安全センター第掴総会出じ海道)
1臨 7.18 平邑.7 .1鑑発第組号の3 '林業の作業現

場における緊急速絡体制の整備等のための
ガイドラインの策定について」怯令47-お
/通信岨)

1寝込 8.2 "短時間労働者対策基本方針」鑓報1初
1田4. 82'1週 第耳目労働安全衛生学校伏分・別府)
19:比 9.6 平印. E ¥基発第5 4宵「職場における腹痛

予防対策の推進についてJ t情報94-1.消刊
/法令。去/通信4 7 0 /速報139)

1箆比 9.6 平且9阜基発第 551号「試験施設等に関す
る安衛法GU殖合確認状況について」領信
4官)

1寝込 9.9 平6.9.9;基収第184号のZクレーン構造規
格第1条第1項に規定されない鋼材の使用に
ついて」領信472)

1鈎4. 9 .9 平邑9.9保発第缶号・庁保発第B号「健康
保健法等の一部を改正する法律の施行につ
いてJ怯令4 1部/速報四)

1寝込且9 保険発第118号・庁保険発第8号「健康保
険の入院時食事療養費の標率負担額の減額
の取扱いについて」鑓報正泡)

1臨 9.9 保険発第119号庁保険発第鍔「健康保
険の移送費の支給の取扱いについて」俵報
国)

1寝込9ユ6 平ωユ缶基発第5初号「クレーン等安全規
買りの一部を改正する省令等の施行につい
て」住者令47- 2 8 /通信473)

l寝込9.16 平邑9.1 5基発第 571号「特級ボイラー技士
免許試験における科目免除者の合格の取扱
いについてJ舷令4干辺/通信474)

1寝込9.2s 石綿対策全国連H絡会議労働省ヒアリング
l鉛4 . 923-24 第個コミュニティユニオン全国交議

集会依田)
l寝込9.2s 平且, 9.21溌総第忽号「行政手続法及び行
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川nr精度労働緊急務室開業現龍山山山山山山山山山山

政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関
する法律の施行について」

1民比9.28 平邑.9 .2f湛発第亘括号「建設業附属寄宿舎
規涯の一部を改正する省令の施行につい
て」自主令。剖/通信473)

19［弘 9.28 平且. 9 . 2 f遅発第亘お号「望ましい建設業附
属寄宿舎に関するガイドラインについて」
(法令47- 3 1 /通信473)

1994. 929 r労働分野におけるエイズ問題検討委員
会報告書Je情報保丑2・缶t・2/速報1泊)

1日比 9～幻 平ω Z遅発第臼1号・婦発第m号「行
政手続法の施行に伴う聴聞及び弁明の機会
の付与の手続について」

19［礼白:D 平底.9 . 3 :遅発第612号・婦発第273号「行
政手続法の施行について」

19［込 9.:D 平邑且X湛発第佐治号「健康保健法等のー
部を改正する法律の施行に伴う療養補償給
付に関する規定等の整備について」住吉令
41ー包/情報筋4・2)

19!弘日:D 平& 9 . 3 :湛発第6 1 0号「労災保険における
訪問看護の取扱いについて」舷令評却)

1寝込10.1 平 & 1 0 . 1発職第21伊予「障害者の雇用の促
進等に関する法律の一部を改正する法律の
施行についてJt法令47.同V/瀦発第九3号
も)

19［弘10.15-16 全国安全センター・労住医逮第4@1掻
動病プロジェクト申書本)

1忠弘10.19 r菓子製造業、生コンクリート製造業、自
動車張備業の労働時間短縮指針」俵報140)

19［込10.3J 平a102!湛発第6 4 5号「試験施設等に関
する安衛法GIfl車合確認状混について」飽
信474)

1寝込10.24 平邑1 0 2袋発第6弱号「手押しかんな盤
等の構造、使用等に関する安全上のガイド
ライン等の策定について」領信476)

1寝込11.9 平且11且発年第泊号「国民年金法等のー
部を改正する法律の施行について」舷令
4 H ν保発第3時も/速報141)

19［弘11.9 平a 1 1.SFT保発第お号「国民年金法等に
おける遣旗基礎年金等の生計維持の認定に
係る厚生大臣が定める金額について」結令
。歪v速報141)

1寝込11.9 保発第12鐸・庁保発第お号 rw健康保険
法及び厚生年金保険法における標準報酬の
定時決定及び随時決定の取扱いについて」
の一部改正について」儀報141)

19［込11.9 庁文発第沼沼号「国民年金保険法等のー
部を改正する法律等の施行に伴う実施事務
の取扱についてJ G車報141)

1盛込11.9 庁文発第忽お号「生罰維持関係等の認定

基準の一部改正について」健報141)

1寝込11.9 庁文発第32a3号「厚生年金保換の第鍾被
保険者及び船員任意継続被保険者に係る前
納保険料の充当等の取掻いについて」健報
141)

1寝込日 10 平6.ll1Q;基発第百市号「作業環境測定法
施行規則の一部を改正する省令の施行につ
いて」領信476)

19!弘1l.12-l3 全国安全センター・労住医連第閉じ
ん肺プロジェクト優媛・松山)

19!込11.15 石綿対策全国連絡会議第団副総会・アス
ベスト規制を求める討論集会

19'込11.19-包 第祖労働安全衛生学校保京・晴海)
1寝込日2 5 平且11.25;基発第四号「労働災害防止対

策の強イじについてJ(:法令4下部)
1寝込立15 中央労働基準審議会「平成育4月以降の

適法定労働時間の猶予措置の範囲・水準に
ついて(報告)J健報142)

19:弘12.16 労災保険審議会建議「労働者災害補償保
険制度の改善について」締報街4・2 /法
令必v 速報142)

19!孔12.16 r脳・心臓疾息等に係る労災補償の検討
プロジェクト委員会検討結果報告書」締報
部-4/法令必岳/速報 142)

1994.12.21 平6目1 2 . 2 1基発第746号「許可、認可等の
整理及び合理化に関する法律傍働安全衛
生法関係)及び関係政省令等の施行につい
てJ ( :法令必召/通信476)

1忠弘12.22 平丘l . . 2 Z型車発第7白号「試験施設等に関
する安衛法GIfl直合確認状況について」領
信 474)

1笹込12.27 労働省告示第 11千号「労働者災害補償保険
法の施行に関する事務に使用する文書の様
式を定める告示」線式のO C R施、法令必丑)

1径五L13 平7. 1 . 1 3補償課長事務連絡第1号「はり・
きゅう施術の取跡、に係る行政事件訴訟判
決及び取扱いの留意事項Je情報窃- 5 )

1.995.1.17 阪神・淡路大震災
1995.ll7 r元請による建設現場安全管理手法検討

結果報告書J G車報 143)
1袋五1お 平7ユ2湛発第2 7号「兵庫県南部地震に

伴う労災診療の取扱いについてJ1(情報笛-
3)

19:主5. 1.23 平7. 1 . 2 :漏償課長事務連絡第2号「兵庫県
南部地震に伴う労災診療の取扱いに係る留
意点について」情報筋c3)

1005.1.24 地公災基金補償課長事務連絡「兵庫県南
部地震における公務災害及び通勤災害の認
定について」情報筋告)

190鼠1.24 労災保険業務室年金班長事務連絡「兵庫

県南部地震に伴う2月期年金支払業務に係
る対応についてJe情報笛- 3 )

11窃 1お 平 7.12嘩発第お号「兵庫県南部地震に
対応した労働災害防止のための緊急措置に
ついてJe情報筋c3/法令必-4)

1005.127 平 7.12惑発第お号「兵庫県南部地震に
係る総合相談窓口の開設について」情報
筋召)

1錨 127 平 7.127補償課長事務連絡第3号「兵庫県
南部地震に伴う労災保険給付の請求に係る
事務取扱いの留意点についてJ締報伎渇)

1型車 127 平 7.12職発第必号「雇用保険法施行令
等の一部を改正する政令等の施行につい
てJ (法令征凶)

l箆厄 126丑9 全国安全センター・労住医速第個掻
動病プロジェクト僚京)

1005. L30 平7. 1 . 3 :糟償課長事務連絡第4号「兵庫県
南部地震における業務上外等の考え方につ
いてJ(情報筋c3)

19'主主 1.30 平7ユ.3):時働衛生諌長事務連絡「兵庫県
南部地震に対応した災害復旧工事等におけ
る労働者の健康の確保対策について」情報
筋-3)

1径五1.3 1 平 7.1 . 3 1基発第3 7号「兵庫県南部地震に
伴う賃金等の労働条件の確保のための総合
相談窓口の開設についてJI情報笛- 3 )

l臨 1.31 社会保障制度審議会「船員保険法悦害補
償部門)の一部改正について(答申 )J 健報
l必)

1.995.2. 1 平 7 2 .1基発第お号「脳血管疾患及び虚血
性心疾患等償傷に起因するものを除く。)
の認定基準についてJ1(情報告-4/法令必-
5/;通信4湘/速報 143)

19;主主 2.1 平 7 2 .1基発第お号「単身赴任者等の通勤
災害の取扱いについて」情報笛-3/法令
必-5/;速報143)

1盟主5.2.3J 平 7 2 2!勝働省発労徴第5号・基発第74
号「労働者災害相償保険法施行規則及び労
働保険の保険料の徴収等に関する法律施行
規則の一部を改正する省令の施行につい
て」

1.995 .2 .3J 平 7 2 2!遅発第布号・臓発第日夜「職場
における工イズ問題に関するガイドライン
についてJt情報筋-5/法令必干/通信証お)

1盟主5.= 平7 2 2!湛発第百号「労働安全衛生法施
行令の一部を改正する政令及び労働安全衛
生規則及び特定化学物質等障害予防規則の
一部を改正する省令の施行について」情報
節也/法令48-¥'/通信証幻)

19:主5. 2.LD 平邑22!進発第押号「社内預金の利率の

上限規制について」儲令唖泊)
19f主主 222 r平成7年度労働基準行政の運営につい

て」怯令必干/通信481/速報 144)
1径五3.1 平7お発職第必号「阪神・淡路大震災を

受けた地域における被災失業者の公共事業
への就労促進に関する特別措置法の施行に
ついてJ( :法令証鴻)

1舗 3.3 平7. 3 . 3者企第54号・保発第16号庁保
発第3号「阪神・淡路大震災に対処するため
の特別の財政援助及び助成に関する法律に
おける医揖耳保険関係の特例措置について」
(法令必唱)

1005.322 平7. 3 2 2基発第1お号「職場における腰痛
予防対策に係る労働衛生教育の推進につい
て」飽信必)

1005.3.23 平7・3 . 2 3発基第2 5号「労働者災害補償保
険法等の一部在改正する法律の施行につい
てJ(法令必i2)

19:五 327 平7お啓発第145号「作業環境評価基準
等の一部改正について」舷令必-ll)

1005.3':立 「規嗣j緩和推進計画」儒議決定)
1005.3.31 平7.3.3 1基発第1侶号 rw労働福祉事業と

してのアフターケア実施要領の制定につい
て』の一部改正について」

19:主～3.31 人事院事務総局職員局長職補-i02 r心
血管疾患及び脳血管疾患等の業務関連疾患
の公務上災害の認定について領知)J情報
節司
労働省「中小企業安全衛生活動助成制度

推進要綱」鎚信必5)
1袋五4目3 平 7. 4 . 3 ;基発第1錨号「長期家族介護者援

護金の支給について」
19:主～421 平 .7.位1基発第お湾「元方事業者による

建設現場安全管理指針について」怯令必F

1 3 /通信必/速報1必)
1995.4.28 rこれからの産業保健のあり方に関する

検討委員会報告Je情報缶号
1995. 4.26-l:泡 第任酒日本産業衛生学会侶古屋)
H務 521 日本労働法学会第悶E大会『産業医をめ

そる法律問題」広島大学)
19:主～ 7.2 第4@1田良質表彰式僚京)
1寝込721 全国安全センター第個総会保京)
1箆)5. 7 2岳ll4 第掴労働と健康に関する日韓共同セ

ミナー僚京)
注:情報・全国労働安全衛生センター連絡会議「安全

センタ→官報」
速報・全国社会保険労務士会連合会「労働社会保

険関係資料速報J
通信:中央労働災害防止協会「安全衛白E信」
法令:労働法令協会「労働法令通信」

32 安全センター情報漕刊号 責主センタ情報増刊号 33



f時間後暗殺1翼線繍振滋沼詑限定山沼山由民山川目

喪主量宮ン吉野一構事事1豊富4嘩j聾曲調

掴 1990年度特集
6,7.月号①全国安全センター結成総会

②脳・ ι、疾患の労災認定問題
8月号①精神障害・自殺の労災認定

②振動病をめ守る状況
9月号夜勤・交代制労働

10月号アスベストによる健康被害
臼月号 出稼ぎ過労死は業務上災害
2月号改正労災保険法施行通達
1月号①なくせじん蹄全国キャラバン

@凋帯j法制定めざし旺D人が集会とデモ
③外国人労働者をめそる諸問題

2月号対談/将来を見据えた労災保険・労働行政の
あり方を提起しよう

増刊号 じん肺合併肺がん問題資料集
3月号外国人労働者の労災白書
増刊号脳・心臓疾患の労災認定問題資料集
圃1991年度特集
4月号労働相談活動の中の労災問題
5月号労働時聞をめそる問題
6月号 アスベスト規制法制定をめざす

7'8月号①全国安全センター第掴総会
②波正労災保険法第数分施行

9月号参加型安全衛生活動の考え方・進め方
10.月号過労死労災闘争の相次号勝利
日月号派遣労働をめ守るトラブル
2月号 じん肺裁判判決
1月号 lIDマニュアルの活用
2月号 アジアの職業病・公害病を考える
3月号①腰痛予防ベルト

②虚偽報告・労災隠し
圃1992年度特集
4月号労災補償制度の改革
5月号外国人労働者の労災白書包年版
6月号労災補償制度の改革 2
7月号 アスベスト 11保書・規制法
8月号追悼・佐野辰雄先生
日月号快適職場形成促進事業

10.月号職場の化学物質対策
且 2月号職場改善トレーニング
1月号建設業の労災防止対策
2月号 「産業被害と人権」国際民衆法廷
3月号エイズを知る
薗 1993年度特集

4月号産業医のあり方を考える
5月号労働安全衛生法と労働者の権利
6月号外国人労働者の労働災害 93
増刊号化学物質危険有害性表示制度
明号第1沼世界労働安全衛生会議
呂月号外国人労働者の麗用・労働条附旨針
日月号 ①原発労災

②騒音障害防止ガイFライン
10月号行政監察結果に基づく勧告
11,1 2月号 q瀬場改善の国際経験

②企業のアルコール・ドラッグ対策
1月号第1四日韓共同セミナー
2月号 レーヨン工場の二硫化炭素中毒
3月号①農業労働災害

②アスベスト
園1994年度特集
4月号感染症の労災認定
5月号週4時間労働制の実施へ
邑月号長J崎じん腕最高裁判決
7月号参加型動座モデル・プログラム
且月号ヘルスプロモーション
日月号慢性期振動病の実像に迫る

1 Q月号職場が変わるか①E主主
日月号職場が変わるか②lSJ夜間
ロ月号職場が変わるか③環境管理・監査システム
増刊号職場における駒南予防対策齢十
1・2月号災害補償の官民格差
3月号阪神大震災

'944丹号

園特集/感染症の労災認定
医療従事者の感染症の労災認定

全富安全センター事務局長古谷杉郎 .2
肝炎のはなしーC型肝炎を中心に

賛育会病院内科医師杉浦裕… 9
資料 1/平成昨10.月2白日付基発第位9号
C型肝炎、エイズ、 MRSA感染症に係る
労災保険における取扱いについて………・“・・ 14

資料 2/昭和信年9月 1日付事務連絡
労災保険における抗HBs人免疫グロプリン
及びB型肝炎ワクチンの取扱いについて・・・・2口

ドイツの健康サークル比)
クルヅブ壮:健康サークルの総繊i{~と活動の

ための通知
砲訳.神奈川センター理事長斎藤竜太…23

連載11 井上浩「監督官労災日記」……….....32
【各地の便り/世界力、 5l
労災を認めない労災病院
神奈川@関東労災病院と医師の黄信直及…... 36

キーンベック病の労災認定
東京@印刷原既製作工程で腕関節に負担・ ..... 38

単純な記載ミスでも取消認めず
東京@審査請求で当然の業務上決定………..… 39

「障害等級を考える」学習会
東京@労災職業病被災者全国連絡会議"“…・・ 39

麗入れ時健康診断の趣旨徹底
労働省@採用選考時検診との混同是正をー・ー日・・ 41

リスク・アセスメントをめ守る議誼
米・英独@東西で異なるアプローチ…..........… 42

労働安全衛生と環境保護は相互補完
イタリア@スキャンダルと不視の中で議論…… ..46

'945丹号
園特集/遇40時間労働制の実施へ
4月施行の改正労基法の解説
年次有給休暇も継続勤務砂月で付与…・・… 2

労働時間問題の今日の課題
全国安全センター事務局長古谷杉郎 .11

働き過ぎと鍵康障害
経済企画庁経済研究所の研究レポート・“・…… 15

ドイツの健康サークルf下)
ヘッシ株式会社・労働幌謹と健康維持

翻訳:神奈川センター理事長斎藤竜太 19

連載12 井よ浩「監督官労災日記」・…・・…"・ .25
連合 ; m砕度福利厚生制度調査

法定外補償制度の現状・・…・・…・… u ・"…-・29

［各地の便')/世界 tJ'5 1
プラスチック工場で長時間夜勤

大阪@脳幹出血死を労災認定・・・・・…・・・........ ・・・・・34

月4珊間労働でも過労死認めず
東京@たまたま発症前 1週間が通常勤務...... …… 35

暴露時間算定で紛じん作業を評価
高知@事業主期間もある場合のじん肺……・・…3 7

「働く者の歯の健康」講座
広島@ストレスで顎関節症が増加.........…・・・・・40

葬祭料の定額部分が左野円に
労働省@労災則の改正 4月泊施行………・・…4 0

学校教師が中皮躍で死亡

イギリス.'撤去」後も残るアスベスト"・・・・・ 41
危険な安全ビンゴ・ゲーム

アメリカ@自動車産業ではやるコンテスト・・・・ 43

'94 畠丹号

扇特集/長崎じん肺最高裁判決
最高裁判肢と今後の全国じん肺闘争の展望

全国じん蹄弁護団事務局長山本高行… 2
長崎じん蹄最高裁判決全文……......………"日

じん肺関係制度改革提言
現行じん肺法に関する見解・提案

労住医連じん蹄研究会・ ..15
じん肺に関する制度改革要求僚)

全国じん蹄原告団・弁護団連絡会議 .17
援動障害の「経過観察」
平成昨3月期付補償課長事務連絡第6号
援動障害者に係る「経過観察」の具体的運用
について・・・・“・ u ・H ・H ・.........・…..…… 21

連載13 井上清「監督官労災日記」 ・・・……… "'Zl
交通災害防止のためのガイドライン…-…・・ーーー・・ 31
平成昨2月18日付基発第83号・・・…-…....・M ・"32

［各地の使り/世界から］
「外国人労働者の医療保障」
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規約

第1寧総則

第1条 このセンターは、全国労働安全衛生センター

連絡会議絡称全国安全センター)という。

第2条 このセンターは、事務所を東京都に置く。

第3条 このセンターは、地域安全傍災職業病>セン

ター相互の支流・連携・共同の取り組みを通じ

て、労働災害・職業病の絶滅、労働安全衛生対

策の充実及び被災労齢者に対する十分な補償の

実現在はかり、もって働く者の安全と健康、福

祉の向上に寄与することを目的とする。

第4条 このセンターは、前条の目的を達成するため

に、次の事業を行う。

(1 )労災補償、安全衛生等に関する制度の改悪

を許さず、働く者の立場に立った制度・政策

の確立のための取り組み

(2 )労働安全衛生活動の支流、相談

(3)地域安全傍災職業病>センター活動の拡大

のための取り組み

(4)資料の収集と提供、機関紙等の発行

(5 )労働安全衛生等に関する教育、研究

(6 )内外の関係諸団体、医師、専門家等との協

力、提携

(7)その他国的を達成するために必要な事業

第2章会圏

第5条 このセンターの会員は、次の境重とする。

(1 )地域センター会員 このセンターの目的に

賛同して入会した地域安全併災職業病>セン

タ一文はこれに準じた団体

(2 )賛助会員 このセンターの目的に賛同し、

事業の推進を援助するために入会した者

(3)名誉会員 このセンターに功労があった者

文は学識経験者で、総会において推臆された

者

第自条地域センター会員及び賛助会員になろうとす

る者は、入会申込書を議長に提出し、運営委員

会の承認を得なければならない。

第7条地域センター会員及び賛助会員は、総会にお

いて別に定めるところにより会費を納入しなけ
ればならない。

第8条会員は、次のーに該当したときその資格を失

う。

(1 )会員自ら退会を申し出たとき。

(2 )会員が死亡し、又は解散したときは、退会

したものとみなす。

(3)地域センター会員及び賛助会員で、理由な

く会費を1年以上納入しないとき。

(4 )その他総会の議決で会員として適当でない

と決定したとき。

第9条既に納入した会費その他の拠出金品は、返還
しない。

第3章役員

第 1C凍 とのセンターに次の役員を置く。

(1 )議長 1名
(2)副議長 若干名

(3)事務局長 1名

(4)事務局次長 若干名

(5 )運営委員 若干名

(6)監事 施
第日条議長l立、このセンターを代表し、会務を統括

する。

副議長は、議長を補佐し、議長に事故あると

きは、これを代府する。

事務局長は、常時会務を処置する。

運営委員は、運営委員会を構成し、会務の執

行を決定する。

監事は、このセンターの経理を監査する。

第五百長役員は、総会において会員のうちから選任す

る。役員の任期は1年とする。ただい再選は妨

げない。

第五百長議長は、運営委員会の議を経て、顧闘を委嘱
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することができる。顧問は、会務に関し、運営

委員会の諮問に応じ、意見を述べることができ

る。

第 14最 このセンターの事務を処理するために、事務

局長及び事務局次長その他の事務局員からなる

事務局を置しその他事務局員は、運営委員会

の議を経て、議長が任免する。

第15;長議長は、運営委員会の議を経て、専門委員会

や特別調査会等の機関を設けることができる。

第4欝総会及び運営委員会

第1畦長総会は、会員をもって構成する。

総会は、通常総会及び臨時総会とし、議長が

召集する。

通常総会は、毎年1回開催し、活動方針及び予

算の決定、役員の選出、活動報告及び決算の承

認その他このセンターの運営に関し重要な事項

を議決する。

臨時総会は、議長が必要と認めたとき又は総

会員のあまのm上若しくは監事から会議の目的

たる事項を示して請求があったときに開催す

る。

第1夜総会は、会員の過半数の出席をもって成立す

る。総会の議事は、出席会員の過半数の同意を

もって決し、可否同数のときは、議長の決する

ところによる。

総会に出席することのできない会員は、あら

かじめ通知された事項について番面をもって表

決し、又は他の会員を代理人として表決を委任

することができる。この場合において、総会の

成立及び議決については、出席者とみなす。

第1議運営委員会は、議長、副議長、事務局長、事

務局次長及び運営委員をもって構成する。

運営委員会は、総会の議決した事項の執行に

関すること、総会に付議すべき事項、その他総

会の議決を要しない会務の執行に関する事項に

ついて議決する。

運営委員会は、議長が召集し、その運営防総

会に準ずる。

第5章会計

第五百長 このセンターの経費は、会費、寄付金、事業

収入、及びその他の収入によってまかなう。

第宜凍 このセンターの会計年度は、毎年4月1日に始

まり、翌年3月 3 1日に終わる。

第盟条 =のセンターの決算は、総会の承認を得なけ

ればならない。

附則

第Z染 この規約の改廃は、総会の議を経なければな

らない。

第2漁 この規約は1Sffi年5月12日より実施する。

会費規定

全国労働安全衛生センター連絡会識は、規約第環の

規定の基づき、会員の会費に関する規定を次のとおり

定める。

第1条地域センター会員の会費は、年額1口1万円で

1口以上とする。

第2条賛助会員の会費は、年額1口1万円でl口以上と

する。

第3条地域センター会員会費及び賛助会員会費に

は、機関紙の講読料が含まれるものとする。

附則こι会費規定は鼠昨E月12日より実施する。

E00 1年自月2日一部改正。

購読会費規定 l

第l条全国労働安全衛生センター連絡会議の機関紙

「安全センタ→青報」の購読会費を次のとおりと

する。

邸年額1 0 ,1αm
Z却年額19,ax羽
識年額訂正以円

錯日年額34江口司
暗E年額401α刃'1
1(部以上

倍日 年額4半以円

滑日年額49.以刀司
邸年額52i任問

活E年額弘氏聞

刀『1部につき年額6β

第2条購読会員は、規約第換の会員には含まれな
。L、

附則この会費規定はl目白昨日月2日よ持論する。

TEL (03) 3683-9765 /FAX (03) 3683-9766

T;:1 (0423) 2H024/FAX (0423) 24-1024

TEL(0423) 24-1922/FAX(0423) 25-2663

TEL(045)573-4289/FAX(045)575-1948

TEL (025) 228-2127/FAX (025) 222-0914

TEL (0543) 66-6888/FAX (0543) 66-6889424清水市小芝町2-8

τEL (07. 5) 691-99811FAX (07. 5) 672-6467

TEL (075) 691-61911FAX (075) 691-6145

(06) 943-1527/FAX (06)似 :H528TE1

(06)488-9952/FAX (06)488-2762TEL

(06) 488-9952/FAXTEL (06) 488-2762

TEL (082) 264-4110/FAX (082) 264-4110

TEL (0857) 22-6110/FAX (0857) 37-009C

TFL (0897) 34-0209/FAX (0897) 37-1 467

.T FL (0888) 45-3953/FAX (0888) 45-3928

TEL (095) :160-1991/FAX (096)ぉ8-6177

TEL (0975) 37-7991/FAX (ω75)34-8671

TEL (0982) o3-9400/FAX (0982) 53-3404

TEL (03) 3239-9470/FAX(03) 3264-1432

TEL (0245) 23-3586/FAX (0245) 23-3587

108 束京都港区三回3-1-3 M.Kビル3階
TEL (03) 5232-0l82/FAX (03) 5232-0183

(オプザ』パ-)
福 島・福島県労働安全衛生センター

960福島市船場町］---5

山 円・山口県安全センター
753 1［旧中央郵便局私書箱 18号

∞4札幌市豊平ド北野1条 lJ 日 6-30 医療生協内
東京・東京東部労災職業病センター

136江東区亀戸1-33-7

東京・三多摩労災職業病センター
185 国分寺市南町2 - 6 - 7丸山会館2 - 5

東京・三多摩労災職業病研究会

185 国分寺市本町3-13-15 二多摩医療生協会館内

神奈川・社団法人神奈川労災職業病センター

230横浜市鶴見区豊岡町 20-9 サンコーポ豊岡5日5

新潟.財団法人新潟県安全衛生センタ
951新潟県新潟市東堀通 2-481

静岡・清水地区労センター

北海道・社団法人北海道労働災害ー職業病研究対策センター
TEL (011) 883-03301FAX (011) 883-7261

京都・労災福祉センター
601 京都市南区阿九条烏町3

京都・京都労働安全衛生連絡会議
601京都市南区西九条東島町5 0 - 9 111本ピル3階

大阪・関西労働者安全センター
540大阪市中央区森ノ宵q-l央1 - 1 0 - 1 6 ,601

兵庫・尼崎労働者安全衛生センタ
660尼崎市長洲本通1-16-7 阪神医療生協気付

兵庫・関西労災職業病研究会
660尼崎市長洲本通1-16-7 医療生協長洲支部

広 島・広島県労働安全衛生センター
732広島市南区稲荷町5 - 4 前附ピル

鳥取・鳥取県労働安全衛生センター

680鳥取市南町505 自治労会館内

愛媛・愛媛労働災害職業病対策会議
792新居浜市新田町1-9-9

高知・財団法人高知県労働安全衛生センター
780高知市前野イワ川出 1275-1

熊本・熊本県労働安全衛生センター
861-21熊本市秋津町秋困3441-20枯津Lークタウンクリニック内

大分・社団法人大分県勤労者安全衛生センヲー
870大分市寿町1 - 3 労働福祉企官官内

岩崎・旧松尾鉱山被害者の会
883 H向市財光寺283-211 長江団地1-］ 4

白治体・自治体労働安全衛生研究会
102 T代田区六番町1白治労会館3階
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